
 

 

 

 

 

 

令和 5 年 2 月 13 日（月）開催 

市役所６階 議員全員協議会室 

【議 題】 

(１) 海老名市都市マスタープランの改定について（意見聴取）  

   

(２) 海老名市立地適正化計画の改定について（意見聴取）  

  

(３) 
海老名都市計画区域区分の変更等について 

［市役所周辺地区一般保留関連］（報告） 
 

   

(４) その他  

 

【資 料】 

・ 海老名市都市マスタープランの改定について 資料１－１ 

・ 
海老名市都市マスタープラン（改定案）パブリックコメント

の実施について 
資料１－２ 

・ 海老名市都市マスタープラン新旧対照表 資料１－３ 

・ 海老名市立地適正化計画の改定について 資料２－１ 

・ 海老名市立地適正化計画の改定方針（案）について 資料２－２ 

・ 
市役所周辺地区の区域区分の変更等について（報告） 

［市役所周辺地区一般保留関連］ 
資料３ 

・ 
市役所周辺地区の区域区分の変更等について（報告） 

［市役所周辺地区一般保留関連］ 
資料３ 別添資料（図面等） 
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海老名市都市マスタープランの改定について 

 

都市マスタープランは平成９年度に策定され、その後、社会情勢の変化や市内のまちづく

りの進捗状況、上位関連計画との整合性等を踏まえ、概ね10年毎に改定しています。 

令和２年４月に改定した都市マスタープランでは、都市政策の目標人口を「えびな未来創造

プラン2020」のシミュレーション（人口ビジョン）に準拠した140,000人に設定しています。 

現在、市の人口は同プランのシミュレーションを上回る数値で増加しているため、今後のま

ちづくりの方向性を踏まえ、目標人口の見直し等を図る必要があります。 

今般、「えびな未来創造プラン 2020」の人口推計の見直しに伴う一部改定が、令和５年４月

に予定されていることから、それを踏まえ都市マスタープランの一部改定を行います。 

 このたび、一部改定（案）を取りまとめましたので、パブリックコメントを実施するにあた

り、意見聴取を行わせていただくものです。 

 

１ 一部改正の概要 

 都市マスタープランの一部改定は、以下のポイントに基づき実施します。 

 

◆ ポイント１ 目標人口等の見直し 

 ・えびな未来創造プラン2020に掲げる将来の目標人口 

「140,000人」から「150,000人」に再設定の予定 

 ・海老名市都市マスタープランに掲げる将来の目標人口 

 「140,000人」から「149,000人」へ見直し（人口の差異は、計画期間が異なるため） 

 

◆ ポイント２ 市街化調整区域における土地利用検討地の方向性・位置づけの整理 

  ・目標人口の見直しに伴い、新たな市街地形成を進めるため、土地利用検討地の方向性に

ついて、見直しを実施 

 

２ パブリックコメントの実施 

（１）実施期間  令和５年４月３日(月)～５月２日(火)まで（30日間） 

（２）周知方法  広報えびな（３月15日号）及び市ホームページ 

（３）閲覧方法  都市計画課窓口、情報公開コーナー及び市ホームページ 

（４）閲覧資料  パブリックコメント説明用資料         ※資料１－２のとおり 

海老名市都市マスタープラン（案）新旧対照表  ※資料１－３のとおり 

 

 

資料１－１ 

裏面に続く 



３ 今後の予定 

令和５年２月13日  都市計画審議会（都市マスの改正及びパブコメの実施について） 

令和５年４月３日～ パブリックコメントの実施 

令和５年５月    都市計画審議会（諮問） 

令和５年６月    都市マスタープランの改定 

 

 



（参 考）一部改定のポイントと考え方の整理表 

 

海老名市都市マスタープランの構成 改定のポイント・考え方 

序  章 改定なし 

第１章 全体構想 

１ 海老名市の都市づくりの基本理念と目標 
人口推計の見直しに伴う将来の目標人口、住宅

用地面積の変更 

２ 土地利用の方針 
市街化調整区域における土地利用の方向性・位

置づけを整理 

３ 市街地整備の方針 

改定なし 

４ 都市施設の整備・改善方針 

５ 自然・都市環境の形成方針 

６ 都市景観の形成方針 

７ 安全・安心なまちづくりの方針 

第２章 地域別構想 

１ 地域区分の考え方 改定なし 

２ 地域別構想 
市街化調整区域内「土地利用検討地」における

土地利用の方向性・位置づけを整理 

第３章 実現化の方策 

１ 制度・事業の活用による効果的な都市づくり 人口推計の見直しに伴う将来の目標人口の変更 

２ 
市民・事業者・行政の協働によるまちづくり

の推進 改定なし 

３ 都市マスタープランの運用と見直し 

参 考 資 料 

１ 改定までの経緯 一部改定に係る経過の追加 

２ 市民参加 一部改定に係る経過の追加 

３ 用語解説 改定なし 

 



 

海老名市都市マスタープラン（改定案）のパブリックコメント実施について 

 

都市マスタープランは平成９年度に策定され、その後、社会情勢の変化や市内のまちづ

くりの進捗状況、上位関連計画との整合性等を踏まえ、概ね 10 年毎に改定しています。 

令和２年４月に改定した都市マスタープランでは、都市政策の目標人口を「えびな未来

創造プラン 2020」のシミュレーション（人口ビジョン）に準拠した 140,000 人に設定し

ています。 

現在、市の人口は同プランのシミュレーションを上回る数値で増加しているため、今後

のまちづくりの方向性を踏まえ、目標人口の見直し等を図る必要があります。 

今般、「えびな未来創造プラン 2020」の人口推計の見直しに伴う一部改定が行われた

ことから、それを踏まえ都市マスタープランの一部改定を行います。 

この度、改定案をとりまとめたので、市民の皆さまからのご意見を広く募集します。 

 

１ 実施期間 

令和５年４月３日(月)～５月２日(火)まで（30 日間） 

２ 資料の閲覧方法 

 ・海老名市役所４階 都市計画課窓口、海老名市役所１階 情報公開コーナー 

  （土・日・祝日を除く、８時３０分から１７時１５分まで） 

 ・海老名市ホームページ 

３ 意見の提出方法 

 任意の書式で、次のいずれかの方法で提出してください。 

なお、提出の際は「氏名」「住所」「電話番号」を記載してください。 

（※いずれの場合も、送料及び送信料は自己負担でお願いいたします。） 

（１）直接持参の場合（土・日・祝日を除く、８時３０分から１７時１５分まで） 

   海老名市役所４階 都市計画課までご持参ください。 

（２）郵送の場合、以下の宛先へご提出ください。 

   〒２４３－０４９２ 海老名市勝瀬１７５番地の１ 

   海老名市役所 まちづくり部 都市計画課 

（３）海老名市ホームページ 問い合わせ専用フォームの場合 

   市ホームページの「市の組織」を選択し、 

「まちづくり部」－「都市計画課」－「お問い合わせ」から送信してください。 

４ 意見の取り扱いについて 

 提出いただいたご意見は、計画策定の参考とさせていただきます。 

なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。 

５ 問い合わせ先 

 海老名市 まちづくり部 都市計画課 都市政策係 

 電話：０４６－２３５－９３９１（直通） 

資料１－２ 



 旧  

 

 
 

 

 

令和２年４月 
(令和５年６月一部改定) 

海老名市 

別紙１－３ 

新旧の見方

新 旧

P** P**

右上のページが本編冊子の
ページ番号とリンクしています。
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新 旧 

第 １ 章  全 体 構 想  

 １ ． 海 老 名 市 の 都 市 づ く り の 基 本 理 念 と 目 標  

（ ２ ） 将 来 目 標 の 設 定                                  P20 

（ ２ ） 将 来 目 標 の 設 定  

① 人 口 等  

【 総 人 口 】  

我 が 国 の 総 人 口 は 平 成 20 年 （ 2008 年 ） を ピ ー ク に 減 少 に 転 じ て い ま す 。 一 方 、 本 市 の 人 口 は 、

社 会 増 （ 転 入 者 数 が 転 出 者 数 よ り 多 い 状 況 ） が 、 自 然 減 （ 死 亡 者 数 が 出 生 者 数 よ り 多 い 状 況 ） を 大

幅 に 上 回 る 状 況 で 推 移 し て お り 、「 海 老 名 市 人 口 ビ ジ ョ ン 」（ 平 成 28 年 ２ 月 ） に お け る シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン を 上 回 る 形 で 増 加 し て い ま す 。  

こ の こ と か ら 、「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」 は 「 将 来 の 人 口 」 が 見 直 さ れ 、 令 和 ５ 年 （ 2023

年 ） ４ 月 に 改 定 さ れ ま し た 。  

改 定 版 「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」 の 基 本 人 口 （ 人 口 推 計 ） で は 、 令 和 13 年 （ 2031 年 ） の

145,600 人 を ピ ー ク に 、 本 市 の 人 口 も 減 少 に 転 じ て い く 推 計 で す が 、 目 標 人 口 で は 、「 え び な 未 来

創 造 プ ラ ン 2020」 の め ざ す 姿 を 実 現 す る た め の 具 体 的 な 事 業 等 を 推 進 す る こ と に よ り 、 150,000

人 （ 令 和 20 年 （ 2038 年 ） を ピ ー ク ） を 目 指 す 目 標 を 掲 げ て い ま す 。  

本 計 画 で は 市 に お け る 各 種 施 策 が 確 実 に 実 施 さ れ る こ と に よ り 、 市 街 地 の 拡 大 が 必 要 に な る こ と

を 想 定 し 、平 成 27 年（ 2015 年 ）を 基 準 年 と し た 令 和 ７ 年（ 2025 年 ）に お け る 中 間 目 標 人 口 を 142,000

人 と し 、 令 和 17 年 （ 2035 年 ） の 都 市 政 策 の 将 来 目 標 人 口 を 149,000 人 と 定 め ま す 。  

 

 

 

な お 、 過 剰 な 市 街 地 の 拡 大 は 健 全 な 都 市 環 境 の 形 成 に よ い 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と か ら 、 都 市 づ く

り の 各 段 階 に お い て 、 各 種 施 策 の 実 施 状 況 や 人 口 変 動 を 慎 重 に 見 極 め た 上 で 修 正 を 行 う 等 、 適 切 に

誘 導 で き る 都 市 政 策 と な る よ う 見 直 し を 図 る こ と が 必 要 と い え ま す 。  

 

将 来 人 口 フ レ ー ム  

 

平 成 27 年  

（ 2015 年 ）  

（ 実 績 値 ）  

令 和 ２ 年  

（ 2020 年 ）  

（ 実 績 値 ）  

令 和 ７ 年  

（ 2025 年 ）  

(中 間 年 ) 

令 和 17 年  

（ 2035 年 ）  

（ 目 標 年 ）  

目 標 人 口  130,190 人 136,516 人 142,000 人 149,000 人 

推 計 値  
（「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」  

の 基 本 人 口 （ 人 口 推 計 ））  
− − 141,700 人 145,100 人 

 

 

 

第 １ 章  全 体 構 想  

 １ ． 海 老 名 市 の 都 市 づ く り の 基 本 理 念 と 目 標  

（ ２ ） 将 来 目 標 の 設 定                                  P20 

（ ２ ） 将 来 目 標 の 設 定  

① 人 口 等  

【 総 人 口 】  

我 が 国 の 総 人 口 は 平 成 20 年 （ 2008 年 ） を ピ ー ク に 減 少 に 転 じ て い ま す 。 本 市 の 人 口 は こ れ ま で

増 加 傾 向 で 推 移 し て き ま し た が 、 市 街 化 区 域 内 の 約 ９ 割 が 既 に 都 市 的 土 地 利 用 と な っ て い る こ と や

少 子 高 齢 化 が 進 展 し て い る こ と 等 に よ り 、 増 加 数 は 年 々 縮 小 し 、「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」 に

よ る 市 独 自 推 計 で は 、 令 和 ３ 年 （ 2021 年 ） の 135,748 人 を ピ ー ク に 減 少 に 転 ず る と さ れ て い ま す 。 

一 方 、「 海 老 名 市 人 口 ビ ジ ョ ン 」（ 平 成 28 年 ２ 月 ）で は 、転 入 増 加 策 や 若 者 の 結 婚・出 産 ・子 育 て

の 希 望 を か な え る 合 計 特 殊 出 生 率 増 加 策 等 に よ り 、人 口 増 加 を 見 込 ん だ 目 標 人 口 が 示 さ れ て い ま す 。 

「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」で 掲 げ る 施 策 や 総 合 戦 略 等 の 人 口 減 少 対 策 に よ り 、目 標 人 口 ま で

人 口 が 増 加 す る こ と を 見 込 ん で い る こ と か ら 、「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」で は 、「 海 老 名 市 人 口

ビ ジ ョ ン 」 で 掲 げ る 令 和 11 年 （ 2029 年 ） の 人 口 139,885 人 を 踏 ま え 、 将 来 の 目 標 人 口 を 140,000

人 と 設 定 し て い ま す 。  

本 計 画 で は 市 に お け る 各 種 施 策 が 確 実 に 実 施 さ れ る こ と に よ り 、 市 街 地 の 拡 大 が 必 要 に な る こ と

を 想 定 し 、「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」 の 目 標 人 口 を 踏 ま え た 都 市 政 策 を 実 施 で き る よ う 必 要 な

方 針 を 定 め る こ と と し ま す 。  

「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」の 目 標 人 口 を 踏 ま え 、市 の 人 口 が 概 ね 増 加 す る と 予 測 さ れ て い る

中 間 年 度 （ 令 和 7 年 度 ） に お け る 都 市 政 策 の 将 来 人 口 フ レ ー ム を 140,000 人 と し 、 そ れ 以 降 、 目 標

年 度 （ 令 和 17 年 度 ） ま で は そ の 人 口 を 維 持 す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

な お 、 過 剰 な 市 街 地 の 拡 大 は 健 全 な 都 市 環 境 の 形 成 に よ い 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と か ら 、 都 市 づ く

り の 各 段 階 に お い て 、 各 種 施 策 の 実 施 状 況 や 人 口 変 動 を 慎 重 に 見 極 め た 上 で 修 正 を 行 う 等 、 適 切 に

誘 導 で き る 都 市 政 策 と な る よ う 見 直 し を 図 る こ と が 必 要 と い え ま す 。  

 

将 来 人 口 フ レ ー ム  

 平 成 27 年  
令 和 7 年  

(中 間 年 度 ) 

令 和 17 年  

(目 標 年 度 ) 

目 標 人 口  130,190 人 140,000 人  140,000 人 

推 計 値  
（「 え び な 未 来 創 造 プ ラ ン 2020」  

の 市 独 自 推 計 ）  

− 135,205 人 131,044 人 

 

 



新 旧 

第 １ 章  全 体 構 想  

 １ ． 海 老 名 市 の 都 市 づ く り の 基 本 理 念 と 目 標  

（ ２ ） 将 来 目 標 の 設 定                                  P21 

【 世 帯 数 】  

世 帯 数 は 、 人 口 の 増 加 と 世 帯 分 離 や 核 家 族 化 に 伴 う １ 世 帯 あ た り 人 員 の 減 少 に よ り 、 一 貫 し て 増 加

傾 向 に あ り ま す 。 今 後 も １ 世 帯 あ た り 人 員 の 減 少 傾 向 は 続 く こ と が 予 測 さ れ 、 統 計 的 推 定 を 用 い た 場

合 、 令 和 ７ 年 （ 2025 年 ） に は 2.21 人 、 令 和 17 年 （ 2035 年 ） に は 1.99 人 と 推 計 さ れ ま す 。  

こ の た め 、将 来 フ レ ー ム に つ い て は 、中 間 年 で あ る 令 和 ７ 年（ 2025 年 ）の １ 世 帯 あ た り 人 員 を 今 後

も 維 持 し 、 令 和 17 年 （ 2035 年 ） に お け る 世 帯 数 を 67,500 世 帯 と 設 定 し ま す 。  

【 人 口 の 年 齢 構 成 】  

本 市 の 人 口 は 、 県 平 均 と 比 較 し て 若 い 年 齢 構 成 に あ り ま す が 、 少 子 高 齢 化 の 傾 向 は 本 市 に お い て も

例 外 で は な く 、超 高 齢 社 会 と な っ て い ま す 。更 に 、老 年 人 口 (65 歳 以 上 人 口 )比 率 の 拡 大 と 年 少 人 口 (0

～ 14 歳 人 口 )比 率 の 縮 小 が 進 む と 推 計 さ れ ま す 。  

 
将 来 人 口 推 計  

 

 

人 口 の 年 齢 構 成 の 推 計  

 

第 １ 章  全 体 構 想  

 １ ． 海 老 名 市 の 都 市 づ く り の 基 本 理 念 と 目 標  

（ ２ ） 将 来 目 標 の 設 定                                  P21 

【 世 帯 数 】  

世 帯 数 は 、 人 口 の 増 加 と 世 帯 分 離 や 核 家 族 化 に 伴 う １ 世 帯 あ た り 人 員 の 減 少 に よ り 、 一 貫 し て 増 加

傾 向 に あ り ま す 。 今 後 も １ 世 帯 あ た り 人 員 の 減 少 傾 向 は 続 く こ と が 予 測 さ れ 、 統 計 的 推 定 を 用 い た 場

合 、 令 和 ７ 年 （ 2025 年 ） に は 2.19 人 、 令 和 17 年 （ 2035 年 ） に は 1.95 人 と 推 計 さ れ ま す 。  

こ の た め 、令 和 ７ 年（ 2025 年 ）に お け る 世 帯 数 の 将 来 フ レ ー ム を 64,000 世 帯 と 設 定 し 、令 和 17 年

（ 2035 年 ） は そ れ を 維 持 す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

【 人 口 の 年 齢 構 成 】  

本 市 の 人 口 は 、 県 平 均 と 比 較 し て 若 い 年 齢 構 成 に あ り ま す が 、 少 子 高 齢 化 の 傾 向 は 本 市 に お い て も

例 外 で は な く 、超 高 齢 社 会 と な っ て い ま す 。更 に 、老 年 人 口 (65 歳 以 上 人 口 )比 率 の 拡 大 と 年 少 人 口 (0

～ 14 歳 人 口 )比 率 の 縮 小 が 進 む と 推 計 さ れ ま す 。  

 

将 来 人 口 推 計  
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② 土 地 利 用  

【 住 宅 用 地 】  

住 宅 用 地 に つ い て は 、 目 標 人 口 で 設 定 し た 人 口 の 増 加 分 に 対 応 し て 確 保 し て い く こ と が 求 め ら れ

ま す 。 こ の 増 加 分 の 人 口 に つ い て は 、 秩 序 あ る 土 地 利 用 や 効 率 的 な 公 共 投 資 を 図 る た め 、 市 街 化 区

域 へ の 配 置 を 基 本 と し ま す 。  

近 年 、 海 老 名 駅 周 辺 の ま ち づ く り が 進 み 、 人 口 が 増 加 傾 向 に あ る こ と や 一 般 保 留 区 域 に 位 置 づ け

て い る 市 役 所 周 辺 地 区（ 39.4ha）の 開 発 動 向 を 踏 ま え 、令 和 ７ 年（ 2025 年 ）の 基 本 人 口（ 人 口 推 計 ）

で は 142,000 人 を 見 込 ん で い ま す 。こ の た め 、令 和 ７ 年（ 2025 年 ）の 基 本 人 口（ 人 口 推 計 ）と 令 和

17 年 （ 2035 年 ） の 目 標 人 口 と の 差 分 と な る 約 7,000 人 分 の 人 口 を 収 容 す る に は 、 新 た な 住 宅 用 地

70ha（ 1ha あ た り の 人 口 を 約 100 人 と 想 定 ）を 確 保 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、令 和 17 年（ 2035 年 ）

の 住 宅 用 地 の 将 来 フ レ ー ム 目 標 を 1,105ha と し て 設 定 し ま す 。  

 

 

【 商 業 用 地 】  

商 業 用 地 に つ い て は 、 統 計 的 推 定 に よ り 、 １ 事 業 所 あ た り の 小 売 業 販 売 額 は 堅 調 な 増 加 が 推 計 さ

れ ま す 。  

ま た 、 多 様 化 、 高 度 化 す る 市 民 の 購 買 ニ ー ズ に 応 え る こ と の で き る 商 業 機 能 の 確 保 ・ 充 実 を 図 る

た め 、 将 来 フ レ ー ム と し て 令 和 ７ 年 （ 2025 年 ） ま で に 新 た な 商 業 用 地 と し て 約 10ha を 設 定 し 、 令

和 17 年 （ 2035 年 ） に つ い て は そ れ を 維 持 す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

 

【 工 業 用 地 】  

工 業 用 地 に つ い て は 、 市 全 体 で の 製 造 品 出 荷 額 等 は 減 少 し て い る も の の 、 １ 事 業 所 あ た り 製 造 品

出 荷 額 等 は 増 加 し て お り 、 各 事 業 所 の 大 規 模 化 が み ら れ ま す 。 更 に 、 今 後 は 高 速 交 通 体 系 の 整 備 に

よ る 交 通 利 便 性 の 高 ま り に よ り 、 工 業 機 能 及 び 流 通 業 務 機 能 の 配 置 が 想 定 さ れ る ほ か 、 研 究 開 発 機

能 の 拡 充 の 受 け 皿 と す る た め 、 将 来 フ レ ー ム と し て 令 和 ７ 年 （ 2025 年 ） ま で に 新 た な 工 業 用 地 約

60ha を 設 定 し 、 令 和 17 年 （ 2035 年 ） に つ い て は そ れ を 維 持 す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

将 来 フ レ ー ム の 設 定  

指 標  
平 成 27年  

（ 実 績 値 ）  
(2015年 ) 

令 和 ２ 年  
（ 実 績 値 ）  
(2020年 ) 

将 来 フ レ ー ム  
令 和 ７ 年  

（ 2025年 ）  
令 和 17年  

（ 2035年 ）  
総 人 口 （ 人 ）  130,190 136,516 142,000 149,000 
世 帯 数 （ 世 帯 ）  53,416 58,339 64,000 67,500 
１世帯あたり人員（ 人 ／ 世 帯 ） 2.44 2.34 2.21 2.21 
住 宅 用 地 （ ha）  996※  −  1035 1105 
商 業 用 地 （ ha）  73※  −  83 83 
工 業 用 地 （ ha）  371※  −  431 431 

           ※ 住 宅 用 地 、 商 業 用 地 、 工 業 用 地 に つ い て は 、 平 成 30 年 の 実 績 値  
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② 土 地 利 用  

【 住 宅 用 地 】  

住 宅 用 地 に つ い て は 、 目 標 人 口 で 設 定 し た 人 口 の 増 加 分 に 対 応 し て 確 保 し て い く こ と が 求 め ら れ

ま す 。 こ の 増 加 分 の 人 口 に つ い て は 、 秩 序 あ る 土 地 利 用 や 効 率 的 な 公 共 投 資 を 図 る た め 、 市 街 化 区

域 へ の 配 置 を 基 本 と し ま す 。  

平 成 27 年（ 2015 年 ）の 人 口 約 13 万 人 に 対 し て 、令 和 ７ 年（ 2025 年 ）の 目 標 人 口 は 14 万 人 と な

っ て お り 、 約 １ 万 人 の 増 加 を 見 込 ん で い ま す 。 こ の う ち 、 市 独 自 推 計 で 見 込 ん だ 135,205 人 に つ い

て は 、 海 老 名 駅 周 辺 や 一 般 保 留 区 域 に 位 置 づ け て い る 市 役 所 ・ 海 老 名 総 合 病 院 周 辺 地 区 （ 39.4ha）

等 の 開 発 動 向 を 見 込 ん だ 数 値 と な っ て い ま す 。こ の た め 、推 計 人 口 と 目 標 人 口 の 差 分 と な る 約 4,800

人 分 の 人 口 を 収 容 す る に は 、新 た な 住 宅 用 地 48ha（ 1ha あ た り の 人 口 を 約 100 人 と 想 定 ）を 確 保 す

る 必 要 が あ る こ と か ら 、令 和 ７ 年（ 2025 年 ）の 住 宅 用 地 の 将 来 フ レ ー ム を 1,083ha と 設 定 し 、令 和

17 年 （ 2035 年 ） に つ い て は そ れ を 維 持 す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

 

【 商 業 用 地 】  

商 業 用 地 に つ い て は 、 統 計 的 推 定 に よ り 、 １ 事 業 所 あ た り の 小 売 業 販 売 額 は 堅 調 な 増 加 が 推 計 さ

れ ま す 。  

ま た 、 多 様 化 、 高 度 化 す る 市 民 の 購 買 ニ ー ズ に 応 え る こ と の で き る 商 業 機 能 の 確 保 ・ 充 実 を 図 る

た め 、 将 来 フ レ ー ム と し て 令 和 ７ 年 （ 2025 年 ） ま で に 新 た な 商 業 用 地 と し て 約 10ha を 設 定 し 、 令

和 17 年 （ 2035 年 ） に つ い て は そ れ を 維 持 す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

 

【 工 業 用 地 】  

工 業 用 地 に つ い て は 、 市 全 体 で の 製 造 品 出 荷 額 等 は 減 少 し て い る も の の 、 １ 事 業 所 あ た り 製 造 品

出 荷 額 等 は 増 加 し て お り 、 各 事 業 所 の 大 規 模 化 が み ら れ ま す 。 更 に 、 今 後 は 高 速 交 通 体 系 の 整 備 に

よ る 交 通 利 便 性 の 高 ま り に よ り 、 工 業 機 能 及 び 流 通 業 務 機 能 の 配 置 が 想 定 さ れ る ほ か 、 研 究 開 発 機

能 の 拡 充 の 受 け 皿 と す る た め 、 将 来 フ レ ー ム と し て 令 和 ７ 年 （ 2025 年 ） ま で に 新 た な 工 業 用 地 約

60ha を 設 定 し 、 令 和 17 年 （ 2035 年 ） に つ い て は そ れ を 維 持 す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

将 来 フ レ ー ム の 設 定  

指 標  現 況 数 値  
将 来 フ レ ー ム  

令 和 ７ 年  
（ 2025年 ）  

令 和 17年  
（ 2035年 ）  

総 人 口 （ 人 ）   130,190 (平 成 27年 ) 140,000 140,000 
世 帯 数 （ 世 帯 ）   53,416 (平 成 27年 ) 64,000 64,000 
１世帯あたり人員（ 人 ／ 世 帯 ）  2.44 (平 成 27年 ) 2.19 2.19 
住 宅 用 地 （ ha）   996 (平 成 30年 ) 1,083 1,083 
商 業 用 地 （ ha）   73 (平 成 30年 ) 83 83 
工 業 用 地 （ ha）   371 (平 成 30年 ) 431 431 
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④ 市 の 発 展 を 牽 引 す る 産 業 用 地 を 確 保 す る  

工業地 

 既 存 の 工 業 地 に つ い て は 、 住 宅 等 と の 混 在 の 解 消 ・ 抑 制 や 周 辺 環 境 と の 調 和 に 配 慮 し た 緑 化

の 促 進 、 工 業 地 に ふ さ わ し い 適 切 な 基 盤 整 備 等 を 通 じ た 生 産 環 境 の 整 備 ・ 改 善 に 努 め 、 高 速

交 通 体 系 を 活 か し た 産 業 機 能 の 強 化 に 向 け て 、 工 場 や 研 究 開 発 機 関 等 を 誘 導 し ま す 。  
 

◇ 既 存 の 工 業 地 に お け る 生 産 環 境 の 整 備 ・ 改 善 と 工 場 や 研 究 開 発 機 関 等 を 誘 導  

 

⑤ 区 域 の 特 性 を 考 慮 し な が ら 土 地 利 用 を 適 切 に 誘 導 す る  

土 地 利 用 検 討 地  

 土 地 利 用 検 討 地 は 、 現 行 の 市 街 化 調 整 区 域 に お い て 、今 後 の 人 口 動 向 や 社 会 経 済 情 勢 を 勘 案 し な

が ら 、市 街 化 区 域 へ の 編 入 や 地 区 計 画 制 度 の 活 用 に よ る 都 市 的 土 地 利 用 の 必 要 性 に つ い て 検 討 す

る 区 域 と し て 位 置 づ け ま す 。  

 土 地 利 用 検 討 地 に お い て 都 市 的 土 地 利 用 を 図 る 場 合 に は 、 当 該 検 討 地 に 「 新 た な 市 街 地 の 整

備 方 針 」 を 定 め 、 新 市 街 地 の 形 成 に 取 組 み ま す 。  

 土 地 利 用 検 討 地 に お い て 都 市 的 土 地 利 用 を 図 る 場 合 に は 、地 域 の 特 性 を 生 か し 、緑 と 水 の 連 続 性

等 に 配 慮 し た 市 街 地 の 形 成 に 努 め ま す 。  

【 土 地 利 用 検 討 の 考 え 方 】  

ｱ) 市 街 化 区 域 に 隣 接 す る 地 区 に つ い て は 、 今 後 の 都 市 的 な 土 地 需 要 の 動 向 や 当 該 地 を 取 り 巻 く 土

地 利 用 動 向 を 勘 案 し な が ら 、土 地 区 画 整 理 事 業 や 民 間 開 発 等 に よ る 基 盤 整 備 を 前 提 と し た 市 街

化 区 域 へ の 編 入 や 地 区 計 画 制 度 の 活 用 を 検 討 し ま す 。  

ｲ) 既 存 集 落 地 に お い て 、 人 口 減 少 等 に よ り 既 存 集 落 の 活 力 が 低 下 し 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 維 持 が 困

難 、若 し く は 困 難 に な る と 予 測 さ れ る 地 区 に つ い て は 、地 域 活 力 の 回 復 等 の た め 市 街 化 調 整 区

域 の 地 区 計 画 制 度 の 活 用 に よ り 、農 地 や 緑 地 等 の 維 持 ・ 保 全 を 図 り つ つ 、地 域 の 実 情 に 応 じ た

一 定 の 都 市 的 土 地 利 用 が 可 能 と な る よ う 、「 整 序 誘 導 区 域 」 の 設 定 を 検 討 し ま す 。  

ｳ) 市 街 化 区 域 の 縁 辺 部 等 に お い て 、 都 市 的 土 地 利 用 と 農 地 と の 混 在 、 幹 線 道 路 沿 道 に お け る 無 秩

序 な 土 地 利 用 、 自 然 環 境 の 喪 失 等 の 課 題 が あ る 、 若 し く は 課 題 が 発 生 す る と 予 測 さ れ る 地 区

に つ い て は 、 自 然 環 境 と 調 和 し た 秩 序 あ る 市 街 地 の 形 成 を 図 る た め 、 市 街 化 調 整 区 域 の 地 区

計 画 制 度 の 活 用 に よ り 、 農 地 や 緑 地 等 の 維 持 ・ 保 全 を 図 り つ つ 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 一 定 の

都 市 的 土 地 利 用 が 可 能 と な る よ う 、「 整 序 誘 導 区 域 」 の 設 定 を 検 討 し ま す 。  
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④ 市 の 発 展 を 牽 引 す る 産 業 用 地 を 確 保 す る  

工業地 

 既 存 の 工 業 地 に つ い て は 、 住 宅 等 と の 混 在 の 解 消 ・ 抑 制 や 周 辺 環 境 と の 調 和 に 配 慮 し た 緑 化

の 促 進 、 工 業 地 に ふ さ わ し い 適 切 な 基 盤 整 備 等 を 通 じ た 生 産 環 境 の 整 備 ・ 改 善 に 努 め 、 高 速

交 通 体 系 を 活 か し た 産 業 機 能 の 強 化 に 向 け て 、 工 場 や 研 究 開 発 機 関 等 を 誘 導 し ま す 。  
 

◇ 既 存 の 工 業 地 に お け る 生 産 環 境 の 整 備 ・ 改 善 と 工 場 や 研 究 開 発 機 関 等 を 誘 導  

 

⑤ 区 域 の 特 性 を 考 慮 し な が ら 土 地 利 用 を 適 切 に 誘 導 す る  

土 地 利 用 検 討 地  

 土 地 利 用 検 討 地 は 、 現 行 の 市 街 化 調 整 区 域 に お い て 、 今 後 の 人 口 動 向 や 社 会 経 済 情 勢 を 勘 案 し な

が ら 、市 街 化 区 域 へ の 編 入 や 地 区 計 画 制 度 の 活 用 に よ る 都 市 的 土 地 利 用 の 必 要 性 に つ い て 検 討 す

る 区 域 と し て 位 置 づ け ま す 。  

 

 

 土 地 利 用 検 討 地 に お い て 都 市 的 土 地 利 用 を 図 る 場 合 に は 、 地 域 の 特 性 を 生 か し 、 緑 と 水 の 連 続 性

等 に 配 慮 し た 市 街 地 の 形 成 に 努 め ま す 。  

【 土 地 利 用 検 討 の 考 え 方 】  

ｱ) 市 街 化 区 域 に 隣 接 す る 地 区 に つ い て は 、 今 後 の 都 市 的 な 土 地 需 要 の 動 向 や 当 該 地 を 取 り 巻 く 土

地 利 用 動 向 を 勘 案 し な が ら 、土 地 区 画 整 理 事 業 や 民 間 開 発 等 に よ る 基 盤 整 備 を 前 提 と し た 市 街

化 区 域 へ の 編 入 や 地 区 計 画 制 度 の 活 用 を 検 討 し ま す 。  

ｲ) 既 存 集 落 地 に お い て 、 人 口 減 少 等 に よ り 既 存 集 落 の 活 力 が 低 下 し 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 維 持 が 困
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一 定 の 都 市 的 土 地 利 用 が 可 能 と な る よ う 、「 整 序 誘 導 区 域 」 の 設 定 を 検 討 し ま す 。  
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序 な 土 地 利 用 、 自 然 環 境 の 喪 失 等 の 課 題 が あ る 、 若 し く は 課 題 が 発 生 す る と 予 測 さ れ る 地 区

に つ い て は 、 自 然 環 境 と 調 和 し た 秩 序 あ る 市 街 地 の 形 成 を 図 る た め 、 市 街 化 調 整 区 域 の 地 区

計 画 制 度 の 活 用 に よ り 、 農 地 や 緑 地 等 の 維 持 ・ 保 全 を 図 り つ つ 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 一 定 の

都 市 的 土 地 利 用 が 可 能 と な る よ う 、「 整 序 誘 導 区 域 」 の 設 定 を 検 討 し ま す 。  
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第 １ 章  全 体 構 想  

 ２ ． 土 地 利 用 の 方 針  

（ １ ） 市 街 地 等 の 土 地 利 用 配 置 方 針                            P34 

【 土 地 利 用 検 討 の 方 向 性 】  

ｱ) 市 役 所 西 側 地 区 に つ い て は 、 既 に 立 地 し て い る 公 共 施 設 や 医 療 施 設 、 幹 線 道 路 沿 道 の 土 地 利 用

状 況 を 踏 ま え 、 住 宅 地 を 主 体 に 複 合 的 な 機 能 を 兼 ね 備 え た 、 地 域 特 性 に 応 じ た 市 街 地 の 形 成 を

検 討 し ま す 。  

ｲ) 上 郷 地 区 （ 海 老 名 駅 西 口 地 区 の 西 側 ） に つ い て は 、 住 宅 地 を 主 体 に 商 業 ・ 業 務 機 能 を 兼 ね 備 え

た 、 地 域 特 性 に 応 じ た 市 街 地 の 形 成 を 検 討 し ま す 。  

ｳ) 本 郷 東 南 部 地 区 に つ い て は 、 隣 接 す る 工 業 地 や 周 辺 の 既 存 集 落 を 踏 ま え 、 工 業 系 土 地 利 用 の 集

積 と 生 活 利 便 性 の 向 上 に 向 け た 土 地 利 用 を 検 討 し ま す 。  

ｴ) 目 久 尻 川 沿 い に つ い て は 、 目 久 尻 川 周 辺 の 自 然 環 境 と 調 和 し た 住 宅 地 を 主 体 と し た 土 地 利 用 を

検 討 し ま す 。  

ｵ) 社 家 ・ 中 野 地 区 に つ い て は 、 住 宅 や 周 辺 環 境 に 配 慮 し た 工 業 系 土 地 利 用 の 集 積 と 生 活 利 便 性 の

向 上 に 向 け た 土 地 利 用 を 検 討 し ま す 。  

ｶ) 上 今 泉 地 区 （ 北 部 ） に つ い て は 、 低 層 住 宅 地 を 主 体 と し た 市 街 地 の 形 成 を 検 討 し ま す 。  

ｷ) 上 今 泉 地 区（ 南 西 部 ）に つ い て は 、周 辺 環 境 と の 調 和 に 配 慮 し 、工 業 機 能 を 主 体 と し た 市 街 地 の

形 成 を 検 討 し ま す 。 な お 、 す で に 立 地 し て い る 教 育 施 設 等 の 土 地 利 用 状 況 を 踏 ま え 、 地 区 東 側

に は 、 周 辺 の 土 地 利 用 状 況 に 応 じ て 住 宅 地 の 形 成 に つ い て も 検 討 し ま す 。  

ｸ) 幹 線 道 路 沿 道 に つ い て は 、無 秩 序 な 土 地 利 用 を 抑 制 し 良 好 な 農 地 等 の 自 然 環 境 を 保 全 す る た め 、

農 業 施 策 と の 連 携 を 図 り 、 地 域 特 性 や 周 辺 の 土 地 利 用 状 況 に 応 じ た 土 地 利 用 を 検 討 し ま す 。  

 

◇ 市 役 所 西 側 地 区  ◇ 上 郷 地 区 （ 海 老 名 駅 西 口 地 区 の 西 側 ）  

◇ 本 郷 東 南 部 地 区  ◇ 目 久 尻 川 沿 い 周 辺  

◇ 社 家 ・ 中 野 地 区  ◇ 上 今 泉 地 区 （ 北 部 ）  

◇ 上 今 泉 地 区 （ 南 西 部 ）  ◇ 幹 線 道 路 沿 道  
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ｴ) 目 久 尻 川 沿 い に つ い て は 、 目 久 尻 川 周 辺 の 自 然 環 境 と 調 和 し た 住 宅 地 を 主 体 と し た 土 地 利 用 を

検 討 し ま す 。  

ｵ) 社 家 ・ 中 野 地 区 に つ い て は 、 住 宅 や 周 辺 環 境 に 配 慮 し た 工 業 系 土 地 利 用 の 集 積 と 生 活 利 便 性 の
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ｶ) 上 今 泉 地 区 （ 北 部 ） に つ い て は 、 住 宅 地 を 主 体 と し た 土 地 利 用 を 検 討 し ま す 。  

ｷ) 上 今 泉 地 区 （ 南 西 部 ） に つ い て は 、 周 辺 の 土 地 利 用 状 況 に 応 じ た 土 地 利 用 を 検 討 し ま す 。  

 

 

ｸ) 幹 線 道 路 沿 道 に つ い て は 、無 秩 序 な 土 地 利 用 を 抑 制 し 良 好 な 農 地 等 の 自 然 環 境 を 保 全 す る た め 、
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 ２ ． 地 域 別 構 想  

（ ２ ） 中 央 地 域  ④ 土 地 利 用 及 び 市 街 地 整 備 の 方 針                     P74 

商 業 ・ 業 務 地  

● 厚 木 駅 周 辺 の 商 業 地 に つ い て は 、 土 地 利 用 の 高 度 化 や 商 業 ・ 業 務 ・ 居 住 機 能 の 集 積 、 道 路 整 備

等 に よ る 市 街 地 環 境 の 改 善 等 に 向 け て 、 厚 木 駅 南 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 を 推 進 し ま す 。 ま た 、

地 区 計 画 等 の 活 用 に よ る 周 辺 市 街 地 の 整 備 ・ 改 善 を 一 体 的 に 行 う こ と で 、 土 地 の 高 度 利 用 と 交

通 結 節 機 能 の 強 化 や 地 域 の 利 便 性 を 高 め る 商 業 施 設 ・ 公 共 公 益 施 設 が 集 積 し た 市 街 地 の 形 成 を

図 り ま す 。  

 

そ の 他 の 商 業 地  

● 観 音 下 通 り 商 栄 会 と 国 分 寺 台 中 央 商 店 会 に つ い て は 、 安 全 な 歩 行 空 間 の 確 保 や 緑 化 等 に よ り 、

小 規 模 な 店 舗 に よ っ て 形 成 さ れ て い る 個 性 的 で 身 近 な 街 並 み を 大 切 に 残 し な が ら 、 賑 わ い と 暖

か み の あ る 商 業 空 間 を 創 出 し ま す 。 特 に 国 分 観 音 下 通 り 周 辺 に お い て は 、 周 辺 の 歴 史 文 化 的 環

境 と の 調 和 に 配 慮 し た 土 地 利 用 や 施 設 の 立 地 の 誘 導 を 検 討 し ま す 。  

 

工 業 地  

● 上 郷 ・ 下 今 泉 、 中 新 田 、 運 動 公 園 周 辺 地 区 等 の 工 業 地 に つ い て は 、 本 市 の 持 続 的 な 発 展 を 支 え

る 重 要 な 産 業 基 盤 と し て 、 敷 地 内 の 緑 化 等 、 周 辺 環 境 と の 調 和 に 配 慮 し つ つ 、 工 業 地 と し て の

生 産 環 境 の 維 持 ・ 改 善 に 努 め 、 圏 央 道 海 老 名 イ ン タ ー チ ェ ン ジ の 開 設 に よ る 利 便 性 の 向 上 を 活

か し た 工 業 ・ 流 通 業 務 ・ 研 究 開 発 機 能 の 立 地 を 誘 導 し ま す 。  

 

土 地 利 用 検 討 地  

● 市 役 所 西 側 地 区 に つ い て は 、 既 に 立 地 し て い る 公 共 施 設 や 医 療 施 設 、 幹 線 道 路 沿 道 の 土 地 利 用

状 況 を 踏 ま え 、 住 宅 地 を 主 体 に 複 合 的 な 機 能 を 兼 ね 備 え た 、 地 域 特 性 に 応 じ た 市 街 地 の 形 成 を

検 討 し ま す 。  

● 上 郷 地 区 （ 海 老 名 駅 西 口 地 区 の 西 側 ） に つ い て は 、 今 後 の 人 口 動 向 を 踏 ま え 、 住 宅 地 を 主 体 に

商 業 ・ 業 務 機 能 を 兼 ね 備 え た 、 地 域 特 性 に 応 じ た 市 街 地 の 形 成 を 検 討 し ま す 。  

● 目 久 尻 川 沿 い に つ い て は 、 今 後 の 人 口 動 向 を 見 据 え つ つ 、 目 久 尻 川 周 辺 の 自 然 環 境 と 調 和 し た

住 宅 地 を 主 体 と し た 土 地 利 用 を 検 討 し ま す 。  

● 上 今 泉 地 区 （ 南 西 部 ） に つ い て は 、 周 辺 環 境 と の 調 和 に 配 慮 し 、 工 業 機 能 を 主 体 と し た 市 街 地

の 形 成 を 検 討 し ま す 。 な お 、 す で に 立 地 し て い る 教 育 施 設 等 の 土 地 利 用 状 況 を 踏 ま え 、 地 区 東

側 に は 、 周 辺 の 土 地 利 用 状 況 に 応 じ て 住 宅 地 の 形 成 に つ い て も 検 討 し ま す 。  

● 土 地 利 用 検 討 地 に お い て 都 市 的 土 地 利 用 を 図 る 場 合 に は 、 当 地 域 の 特 徴 で あ る 水 田 を 代 表 す る

自 然 的 な 要 素 を 活 か す た め 、 緑 と 水 の 連 続 性 に 配 慮 し た 市 街 地 形 成 に 努 め ま す 。  

第 ２ 章  地 域 別 構 想  

 ２ ． 地 域 別 構 想  
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商 業 ・ 業 務 地  

● 厚 木 駅 周 辺 の 商 業 地 に つ い て は 、 土 地 利 用 の 高 度 化 や 商 業 ・ 業 務 ・ 居 住 機 能 の 集 積 、 道 路 整 備
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新 旧 

第 ３ 章  実 現 化 の 方 策  

 １ ． 制 度 ・ 事 業 の 活 用 に よ る 効 果 的 な 都 市 づ く り   

（ １ ） 市 街 地 等 の 土 地 利 用 配 置 方 針                            P93 

（ １ ） 都 市 計 画 制 度 の 適 用 及 び 見 直 し  

① 区 域 区 分 （ 市 街 化 区 域 、 市 街 化 調 整 区 域 の 区 域 区 分 ）  

 市 街 化 区 域 と 市 街 化 調 整 区 域 を 定 め る 区 域 区 分 の 見 直 し に あ た っ て は 、 150,000 人 の 都 市 づ く り

に 向 け た 市 街 地 の 形 成 と 、市 街 地 に 隣 接 し た 農 地 等 の 適 切 な 保 全 と い っ た 秩 序 あ る 土 地 利 用 の 実

現 に 向 け 、 今 後 の 社 会 動 向 等 を 踏 ま え つ つ 、 本 市 の 特 徴 で あ る 「 都 市 」 と 「 自 然 」 が 調 和 し た 都

市 形 成 を 進 め ま す 。  

 区 域 区 分 の 見 直 し で は 、 一 般 保 留 区 域 に 位 置 づ け て い る 「 市 役 所 ・ 海 老 名 総 合 病 院 周 辺 地 区 」 に

つ い て 、 土 地 区 画 整 理 事 業 等 の 進 捗 に 応 じ 、 適 宜 市 街 化 区 域 へ 編 入 し ま す 。  

 市 街 化 区 域 の 縁 辺 部 に あ っ て 、市 街 化 区 域 と 連 担 し て 市 街 地 を 形 成 し て い る 区 域 に つ い て は 、当

該 地 の 土 地 利 用 状 況 を 勘 案 し つ つ 、 部 分 的 な 区 域 区 分 の 見 直 し を 検 討 し ま す 。  
 

地 区 等  
見 直 し ・ 検 討 時 期  

短  期  
(令 和 ２ ～ ６ 年 度 ) 

中  期  
(令 和 ７ ～ 11 年 度 ) 

⾧  期  
(令 和 12～ 20 年 度 ) 

市 街 化 区 域 編 入 ← 一 般 保 留 区 域     
 

市 役 所 ・ 海 老 名 総 合 病 院 周 辺 地 区  
   
       

市 街 化 区 域 の 縁 辺 部  
   
適 宜 検 討       

 

② 用 途 地 域 や 建 築 形 態 規 制  

 土 地 利 用 方 針 や 地 域 別 方 針 に 掲 げ る 土 地 利 用 の 考 え 方 を 踏 ま え 、土 地 利 用 の 方 向 と 現 況 の 土 地 利

用 に か い 離 が 生 じ て い る 地 区 に つ い て は 、 用 途 地 域 等 の 見 直 し を 検 討 し ま す 。  

 工 業 地 に あ っ て 住 居 系 の 建 築 物 の 混 在 が 進 ん だ 地 区 、若 し く は 工 場 の 移 転 等 に よ り 大 幅 な 土 地 利

用 転 換 が 見 込 ま れ る 地 区 に つ い て は 、土 地 利 用 方 針 に 基 づ き つ つ 、 当 該 地 の 状 況 に 即 し た 用 途 地

域 等 へ の 見 直 し を 検 討 し ま す 。  

 既 に 良 好 な 環 境 を 有 す る 市 街 地 に あ っ て 、比 較 的 緩 や か な 用 途 地 域 が 指 定 さ れ て い る 地 区 に つ い

て は 、市 街 地 環 境 を 損 ね る こ と が な い よ う 土 地 利 用 方 針 に 基 づ き 、 現 状 の 土 地 利 用 に 即 し た 用 途

地 域 等 へ の 見 直 し を 検 討 し ま す 。  

 低 層 戸 建 住 宅 に よ っ て 形 成 さ れ る 住 宅 地 に あ っ て 、 高 齢 化 が 進 ん で い る 、若 し く は 進 み つ つ あ る

地 区 に つ い て は 、 持 続 性 の あ る 市 街 地 形 成 を 誘 導 す る 観 点 か ら 、 良 好 な 居 住 環 境 を 守 り つ つ 二 世

代 住 宅 の 建 築 や 新 規 居 住 者 の 流 入 を 促 す た め 、 用 途 地 域 や 建 築 形 態 規 制 の 見 直 し を 検 討 し ま す 。 
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参 考 資 料  １ .改 定 ま で の 経 緯  （ １ ） 改 定 ま で の 経 緯                   P103 

参･考･資･料 

１．改定までの経緯 

（ １ ） 改 定 ま で の 経 緯  

日  程  内  容  

平 成 30 年  
（ 2018 年 ）  

11 月 12 日  
 ～ 11 月 27 日  

市 民 ア ン ケ ー ト （ ま ち づ く り に 対 す る 市 民 意 向 調 査 ）  

12 月 5 日  
 ～ 12 月 7 日  

来 街 者 Ｗ ｅ ｂ ア ン ケ ー ト （ 海 老 名 市 の 認 知 度 ・ イ メ ー ジ 調 査 ）  

令 和 元 年  
（ 2019 年 ）  

5 月 14 日  
第 １ 回 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会  

（ 案 件 ： 基 礎 調 査 及 び 骨 子 に つ い て ）  

5 月 24 日  
第 １ 回 都 市 計 画 審 議 会  
（ 報 告 ： 基 礎 調 査 及 び 骨 子 に つ い て ）  

7 月 15 日  
 ～ 7 月 16 日  

街 頭 ア ン ケ ー ト （ 海 老 名 駅 自 由 通 路 ・ 中 央 図 書 館 ）  

8 月 9 日  
第 ２ 回 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会  
（ 案 件 ： 全 体 構 想 （ 素 案 ） ・ 地 域 別 構 想 （ 骨 子 ） に つ い て ）  

8 月 28 日  
第 ２ 回 都 市 計 画 審 議 会  
（ 報 告 ： 全 体 構 想 （ 素 案 ） ・ 地 域 別 構 想 （ 骨 子 ） に つ い て ）  

10 月 1 日  
 ～ 10 月 31 日  

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 全 体 構 想 （ 素 案 ） ）  

10 月 27 日  街 頭 ア ン ケ ー ト （ 海 老 名 駅 自 由 通 路 ）  

12 月 3 日  
第 ３ 回 都 市 計 画 審 議 会  
（ 報 告 ： 計 画 （ 素 案 ） ）  

12 月 27 日  
 ～ 1 月 31 日  

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 計 画 （ 案 ） ）  

令 和 ２ 年  
（ 2020 年 ）  

1 月 31 日  
 ～ 2 月 1 日  

市 民 説 明 会  

2 月 3 日  
第 ３ 回 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会  
（ 案 件 ： 計 画 （ 案 ） に つ い て ）  

2 月 21 日  
第 ４ 回 都 市 計 画 審 議 会  
（ 諮 問 ： 計 画 （ 案 ） ）  
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（ 案 件 ： 全 体 構 想 （ 素 案 ） ・ 地 域 別 構 想 （ 骨 子 ） に つ い て ）  

8 月 28 日  
第 ２ 回 都 市 計 画 審 議 会  
（ 報 告 ： 全 体 構 想 （ 素 案 ） ・ 地 域 別 構 想 （ 骨 子 ） に つ い て ）  

10 月 1 日  
 ～ 10 月 31 日  

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 全 体 構 想 （ 素 案 ） ）  

10 月 27 日  街 頭 ア ン ケ ー ト （ 海 老 名 駅 自 由 通 路 ）  

12 月 3 日  
第 ３ 回 都 市 計 画 審 議 会  
（ 報 告 ： 計 画 （ 素 案 ） ）  

12 月 27 日  
 ～ 1 月 31 日  

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 計 画 （ 案 ） ）  

令 和 ２ 年  
（ 2020 年 ）  

1 月 31 日  
 ～ 2 月 1 日  

市 民 説 明 会  

2 月 3 日  
第 ３ 回 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会  
（ 案 件 ： 計 画 （ 案 ） に つ い て ）  

2 月 21 日  
第 ４ 回 都 市 計 画 審 議 会  
（ 諮 問 ： 計 画 （ 案 ） ）  

 



新 旧 

参 考 資 料  １ .改 定 ま で の 経 緯  （ １ ） 改 定 ま で の 経 緯                   P104 

（ ２ ） 検 討 体 制  

［ 海 老 名 市 都 市 計 画 審 議 会 ］  

都 市 計 画 法 に よ り そ の 権 限 に 属 さ せ ら れ た 事 項 を 調 査 審 議 し 、 及 び 市 ⾧ の 諮 問 に 応 じ 都 市 計 画

に 関 す る 事 項 を 調 査 審 議 す る こ と を 目 的 と し て 、 学 識 経 験 者 及 び 市 議 会 の 議 員 、 関 係 行 政 機 関 の

職 員 、 市 民 に よ り 構 成 し て い ま す 。  

都 市 計 画 審 議 会 に お い て 都 市 マ ス タ ー プ ラ ン の 改 定 に つ い て 様 々 な 分 野 や 立 場 か ら の ご 意 見 を

い た だ く と と も に 、 市 ⾧ か ら の 諮 問 に 対 し て 答 申 を い た だ き ま し た 。  

 

［ 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会 ］  

関 係 部 次 ⾧ ・ 関 係 課 課 ⾧ に よ り 構 成 さ れ る 会 議 で あ り 都 市 マ ス タ ー プ ラ ン の 素 案 に つ い て 、 検

討 ・ 協 議 を 行 い ま し た 。  

 

 

 

日  程  内  容  

令 和 ５ 年  
（ 2023 年 ）  

２ 月 ３ 日  第 ２ 回 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会（ 案 件：計 画 改 定（ 素 案 ）） 

２ 月 13 日  第 ４ 回 都 市 計 画 審 議 会 （ 計 画 改 定 （ 素 案 ） ）  

４ 月 ３ 日  
 ～ ５ 月 ２ 日  

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 計 画 改 定 （ 素 案 ） ）  

５ 月  
第 １ 回 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会  
（ 案 件 ： 計 画 改 定 （ 案 ） に つ い て ）  

５ 月  第 １ 回 都 市 計 画 審 議 会 （ 諮 問 ： 計 画 改 定 （ 案 ） ）  

参 考 資 料  １ .改 定 ま で の 経 緯  （ １ ） 改 定 ま で の 経 緯                   P104 

（ ２ ） 検 討 体 制  

［ 海 老 名 市 都 市 計 画 審 議 会 ］  

都 市 計 画 法 に よ り そ の 権 限 に 属 さ せ ら れ た 事 項 を 調 査 審 議 し 、 及 び 市 ⾧ の 諮 問 に 応 じ 都 市 計 画

に 関 す る 事 項 を 調 査 審 議 す る こ と を 目 的 と し て 、 学 識 経 験 者 及 び 市 議 会 の 議 員 、 関 係 行 政 機 関 の

職 員 、 市 民 に よ り 構 成 し て い ま す 。  

都 市 計 画 審 議 会 に お い て 都 市 マ ス タ ー プ ラ ン の 改 定 に つ い て 様 々 な 分 野 や 立 場 か ら の ご 意 見 を

い た だ く と と も に 、 市 ⾧ か ら の 諮 問 に 対 し て 答 申 を い た だ き ま し た 。  

 

［ 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会 ］  

関 係 部 次 ⾧ ・ 関 係 課 課 ⾧ に よ り 構 成 さ れ る 会 議 で あ り 都 市 マ ス タ ー プ ラ ン の 素 案 に つ い て 、 検

討 ・ 協 議 を 行 い ま し た 。  

 

 

 

日  程  内  容  

令 和 ５ 年  

（ 2023 年 ）  

２ 月 ３ 日  第 ２ 回 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会 （ 案 件 ： 計 画 改 定 （ 素 案 ） ）  

２ 月 13 日  第 ４ 回 都 市 計 画 審 議 会 （ 計 画 改 定 （ 素 案 ） ）  

４ 月 ３ 日  

 ～ ５ 月 ２ 日  
パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 計 画 改 定 （ 素 案 ） ）  

５ 月  
第 １ 回 海 老 名 市 都 市 基 本 方 針 等 検 討 委 員 会  

（ 案 件 ： 計 画 改 定 （ 案 ） に つ い て ）  

５ 月  第 １ 回 都 市 計 画 審 議 会 （ 諮 問 ： 計 画 改 定 （ 案 ） ）  

  



新 旧 

参 考 資 料  ２ .市 民 参 加  （ ４ ） パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト                    P110 

（ ４ ） パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

［ 第 １ 回 ／ 調 査 概 要 ］  

募 集 趣 旨  
都 市 マ ス タ ー プ ラ ン 全 体 構 想 （ 素 案 ） に つ い て 、 ご 意 見 を い た だ く こ と を 目
的 に 実 施 し ま し た 。  

募 集 期 間  令 和 元 年 10 月 １ 日 （ 火 ） ～ 令 和 元 年 10 月 31 日 （ 木 ）  
意 見 者 数 ・  

総 意 見 数  
９ 件 （ ２ 名 ）  

 

［ 第 ２ 回 ／ 調 査 概 要 ］  

募 集 趣 旨  
都 市 マ ス タ ー プ ラ ン （ 案 ） に つ い て 、 ご 意 見 を い た だ く こ と を 目 的 に 実 施 し
ま し た 。  

募 集 期 間  令 和 元 年 12 月 27 日 （ 金 ） ～ 令 和 ２ 年 １ 月 31 日 （ 金 ）  
意 見 者 数 ・  

総 意 見 数  
３ 件 （ １ 名 ）  

 

［ 第 ３ 回 ／ 調 査 概 要 ］  

募 集 趣 旨  
都 市 マ ス タ ー プ ラ ン 改 定 （ 案 ） に つ い て 、 ご 意 見 を い た だ く こ と を 目 的 に 実
施 し ま し た 。  

募 集 期 間  令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日 （ 月 ） ～ 令 和 ５ 年 ５ 月 ２ 日 （ 火 ）  
意 見 者 数 ・  

総 意 見 数  
● 件 （ ● 名 ）  

 

（ ５ ） 市 民 説 明 会  

［ 調 査 概 要 ］  

開 催 趣 旨  
都 市 マ ス タ ー プ ラ ン （ 案 ） に つ い て 、 周 知 を 図 り な が ら ご 意 見 を い た だ く こ
と を 目 的 に 実 施 し ま し た 。  

開 催 日  令 和 ２ 年 １ 月 31 日 （ 金 ） ・ 令 和 ２ 年 ２ 月 １ 日 （ 土 ）  
参 加 者 数  ６ 名  

 

参 考 資 料  ２ .市 民 参 加  （ ４ ） パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト                    P110 

（ ４ ） パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

［ 第 １ 回 ／ 調 査 概 要 ］  

募 集 趣 旨  
都 市 マ ス タ ー プ ラ ン 全 体 構 想 （ 素 案 ） に つ い て 、 ご 意 見 を い た だ く こ と を 目
的 に 実 施 し ま し た 。  

募 集 期 間  令 和 元 年 10 月 １ 日 （ 火 ） ～ 令 和 元 年 10 月 31 日 （ 木 ）  
意 見 者 数 ・  

総 意 見 数  
９ 件 （ ２ 名 ）  

 

［ 第 ２ 回 ／ 調 査 概 要 ］  

募 集 趣 旨  
都 市 マ ス タ ー プ ラ ン （ 案 ） に つ い て 、 ご 意 見 を い た だ く こ と を 目 的 に 実 施 し
ま し た 。  

募 集 期 間  令 和 元 年 12 月 27 日 （ 金 ） ～ 令 和 ２ 年 １ 月 31 日 （ 金 ）  
意 見 者 数 ・  

総 意 見 数  
３ 件 （ １ 名 ）  

 

［ 第 ２ 回 ／ 調 査 概 要 ］  

募 集 趣 旨  
都 市 マ ス タ ー プ ラ ン （ 案 ） に つ い て 、 ご 意 見 を い た だ く こ と を 目 的 に 実 施 し
ま し た 。  

募 集 期 間  令 和 元 年 12 月 27 日 （ 金 ） ～ 令 和 ２ 年 １ 月 31 日 （ 金 ）  
意 見 者 数 ・  

総 意 見 数  
３ 件 （ １ 名 ）  

 

（ ５ ） 市 民 説 明 会  

［ 調 査 概 要 ］  

開 催 趣 旨  
都 市 マ ス タ ー プ ラ ン （ 案 ） に つ い て 、 周 知 を 図 り な が ら ご 意 見 を い た だ く こ
と を 目 的 に 実 施 し ま し た 。  

開 催 日  令 和 ２ 年 １ 月 31 日 （ 金 ） ・ 令 和 ２ 年 ２ 月 １ 日 （ 土 ）  
参 加 者 数  ６ 名  

 

 



 

 

海老名市立地適正化計画の改定について 

 

 

本改定については、近年頻発、激甚化する自然災害に対応するため「防災指針」を定

めるとともに、当該計画における各種事業の中間評価を踏まえた改定を行います。 

 このたび、この改定の方向性を位置づけた「海老名市立地適正化計画の改定方針（案）」

を取りまとめましたので報告し、委員の皆様からご意見をいただくものです。 

 

１ 立地適正化計画の改定方針（案）について 資料２－２ 

  本方針では、改定のポイントを整理し、各ポイントの改定内容等を示したもので、

改定作業の軸となるものです。 

  来年度は、本方針をもとに、具体的な改正案を作成する予定です。 

 

２ 今後の予定 

令和５年２月13日  都市計画審議会（方針案の意見聴取） 

 令和５年３月    立地適正化計画基本方針のとりまとめ 

 令和５年５月    第１回都市計画審議会（令和５年度スケジュール等報告） 

 令和５年５月以降  都市基本方針等検討委員会（庁内検討組織での作業等） 

     11月    第○回都市計画審議会（中間報告） 

令和５年12月    パブリックコメントの実施 

 令和６年２月    第○回都市計画審議会（立地適正化計画改定（案）諮問） 

 令和６年４月    立地適正化計画の改定 

 

資料２－１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月 
 

海老名市 

 

まちづくり部都市計画課  

海老名市立地適正化計画の改定方針（案） 海老名市立地適正化計画の改定方針（案） 

資料２－２ 
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１．改定の考え方 

（１）目 的 
近年頻発、激甚化する自然災害に対応した安全で魅力あるまちづくりの推進等を目的として、都市

再生特別措置法等が令和２年に改正され、居住誘導区域等で行う防災対策、安全確保策を定める「防
災指針」の作成が位置づけられました。 

また、平成 31 年に策定した現行計画は、策定から 10 年（令和 10 年度）での見直しを図ることと
し、その中間年度である令和５年において、各種事業の中間評価を行います。 

このことから、以下のポイントを踏まえ、改定を進めています。 
    【改定のポイント】 

① 各種データを最新の情報に更新 

② 「防災指針」の追加 

③ 中間評価等を踏まえた一部見直し 

（２）計画の構成 

＜海老名市立地適正化計画（改定版）の構成案＞  

現行計画 改定版 改定のポイント 

Ⅰ 立地適正化計画の概要 Ⅰ 立地適正化計画の概要  

 
１．海老名市 立地適正化計画の目的 

 
１．海老名市 立地適正化計画の目的 ①新たな上位関連計画の反映 

２．計画対象区域及び目標年次 ２．計画対象区域及び目標年次  

Ⅱ 都市構造にみる課題 Ⅱ 都市構造にみる課題 ①最新の統計資料等の反映 

 

１．人口 

 

１．人口 （データの更新） 

２．都市機能 ２．都市機能 （データの更新） 

３．防災 ３．防災 ②防災に関する事項の補強 

４．交通 ４．交通 （データの更新） 

５．土地利用 ５．土地利用 （データの更新） 

６．財政 ６．財政 （データの更新） 

７．立地適正化に向けた課題の整理 ７．立地適正化に向けた課題の整理 ②「防災」課題の追加 

Ⅲ 都市づくりの基本方針 Ⅲ 都市づくりの基本方針  

 
１．立地適正化計画の目標と基本方針 

 
１．立地適正化計画の目標と基本方針 ②防災に関する方針の追加 

２．地域の定義と反映した地域イメージ ２．地域の定義と反映した地域イメージ  

 
Ⅳ 誘導施設の設定 ③誘導施設の設定の考え方を整理 

③誘導施設の見直しを検討  １．誘導施設の設定 
Ⅳ 誘導区域の設定 Ⅴ 誘導区域の設定  

 
１．居住誘導区域の設定 

 
１．居住誘導区域の設定 ②災害のリスクの高い地区の除外 

検討 
③市役所周辺地区の追加 

２．都市機能誘導区域の設定 ２．都市機能誘導区域の設定 
３．誘導区域の方向性(各エリアのまとめ) ３．誘導区域の方向性(各エリアのまとめ) 

Ⅴ 機能誘導施策 Ⅵ 機能誘導施策  

 
１．機能誘導施策の枠組み 

 
１．機能誘導施策の枠組み 

③中間評価を踏まえた検討 
２．具体施策の内容 ２．具体施策の内容 

 

Ⅶ 生命と暮らしを守るまちづくりの取組
(防災指針） 

②法改正に伴う項目の追加 

 １．取組の考え方 
 ２．災害リスクの分析 
 ３．防災・減災まちづくりの課題  
 ４．防災まちづくりの将来像、取組方針 
 ５．具体的な取組、目標値 

Ⅵ 数値目標・推進体制 Ⅷ 数値目標・推進体制  

 
１．数値目標 

 
１．数値目標 ③中間評価を踏まえた検討 

２．推進体制 ２．推進体制  

Ⅶ 地域別の特性 Ⅸ 地域別の特性  

 
１．地域別の特性 

 
１．地域別の特性 ②「防災」課題の追加 

２．各居住誘導区域のまとめ ２．各居住誘導区域のまとめ  
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２．海老名市立地適正化計画の改定案 

■Point１ （各種データを最新の情報に更新）の主な改定内容                

（１）最新の関連計画を踏まえ「海老名市立地適正化計画の位置付け」を更新 

 
 
（２）策定時からの動向を踏まえ、現状を更新 
 １）人口 

現
状
動
向 

●R2 国勢調査結果を反映    

課
題
※ 

（１）人口推移 
①当面の人口微増の先にある人口減少時代の到来 
②市北部・南部、宅地開発の歴史等により発生する人口密度のアンバランス 

（２）地域別の人口密度 
①市街化区域内に人口が集中する一方、区域外にも住宅等がまばらに立地している状況 
②準工業地域を中心に、人口が増加している状況 

（３）地域別の高齢化率（65 歳以上） 
①市域全域での高齢化の急速な進行 
②大規模住宅団地及びその外縁での著しい超高齢化の進行 

※課題＝現行計画の課題（以下同様） 

これまで増加基調で推移してきた市の人口は、改定版「えびな未来創造プラン 2020」における市独自推
計では、2031 年（令和 13 年）をピークに、減少に転じると見込まれています。また、年齢別の推移をみ
ると、高齢者の増加が顕著であり、2020 年（令和２年）の時点で高齢化が 25％超に達しています。 

変更なし 

ピーク人口等に変更があるが、課題に影響する変化はない 
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２）都市機能 

現
状
動
向 

●R３年度末の状況を整理    

課
題
※ 

①海老名駅は、文化関連施設を含め、ほぼ全ての都市施設が集積する拠点 
②相鉄線の各駅周辺は、基本的な都市施設が集積 
③買い物、医療、保育等は、一部地域を除きほぼ全域で身近な範囲に立地 

３）防災 

現
状
動
向 

●新たな視点から現状を把握 

 

 
 

 
●誘導区域の設定 

 

課
題 

 

４）公共交通 

現
状
動
向 

●R2 年時点を反映    

課
題
※ 

①鉄道を交通軸としたまちづくりによる交通サービスの偏り 
②コミュニティバスによる低頻度の交通サービスエリアの存在 

商業、医療、行政、子育て、介護福祉、文化などの各機能は、海老名駅周辺のほか厚木駅、さがみ野駅
周辺で集積が進んでおり、厚木駅南地区市街地再開発事業の進展や、市役所周辺地区の市街化区域編入を
機に、これら都市機能のさらなる集積が見込まれます。 

商業等が増加傾向にあるが、課題に影響する変化はない 

2020 年（令和２年）時点で、市内 6 駅から１ｋｍ圏（徒歩圏域）の圏域人口は約８万人、バス停から
300ｍ圏（徒歩圏域）の圏域人口は約 9.2 万人（駅１ｋｍ圏重複分含む）となり、いずれも圏域内人口は増
加傾向にあります。 

徒歩圏域内人口は増加傾向にあるが、課題に影響する変化はない 

変更なし 

変更なし 

・洪水（浸水想定最大規模、計画規模、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流）） 
・内水（想定最大降雨）・土砂災害（レッド/イエロー）・急傾斜地崩壊危険区域・大規模盛土造成地・地震 

防災面では、地震の発生や台風・大雨に伴う災害リスクなどがありますが、近年、特頻発・激甚化する
水災害がリスクとしてクローズアップされています。市域においても、洪水発生による浸水域が市西部
を中心に広がり、広域での被害の発生が想定されます。 

相模川の氾濫により「河岸浸食による建物の倒壊の恐れがある区域（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸
食））における居住誘導区域の見直し（除外）を検討します。 

新たな視点から見える課題を把握 

＜浸水想定区域（想定最大規模）＞ ＜誘導区域の設定＞ 

＜家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)＞ 
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５）土地利用 

現
状
動
向 

●R2 年度都市計画基礎調査、最新の地価公示・地価調査の結果を反映 
    

課
題
※ 

（１）用途地域の指定状況 
①居住ニーズの高まりの中で発生した工業系・商業系地域での宅地開発 
②農地の宅地転用による市街化区域外での宅地開発の拡散 

（２）新たな開発の動き 
①海老名駅周辺、厚木駅周辺での宅地開発に応じた都市機能の向上 
②工場等の立地推進に伴う職住近接居住ニーズへの対応 

（３）地価の推移 
①居住ニーズを反映し、全市的に土地の価値が上昇 
②早期に開発された大規模住宅団地の地価は低下 

（４）空き家の発生 
①市内各地に空き家が発生し、とくに大規模住宅団地で密集する傾向 
②大規模住宅団地で進む高齢化の中で今後の空き家増加が懸念 

６）財政 
現
状
動
向 

●最新の財政資料を反映    

課
題
※ 

①市税は増加傾向にあるが、生産年齢人口の減少による個人市民税収が減少 
②歳出決算額のうち扶助費を占める割合が年々増加 

 

（３）「防災」に関する都市づくりの課題（視点）を追加 
「防災」に関して、新たな視点を加えたことにより見えてきた課題（視点）を新たに追加します。 

１）人口  人口減少時代を見据えた居住地配置の最適化が必要（現行） 

２）都市機能  無秩序な宅地開発、都市施設の立地の抑制が必要（現行） 

３）防災  あらゆる都市施設の集積した海老名駅周辺の活用が必要（現行） 

４）公共交通  人々の暮らしの近くにある生活施設の維持が必要（現行） 

５）土地利用  鉄道に比べて脆弱な郊外部のバス交通軸の強化が必要（現行） 

６）財政   

  災害に対する安全性の向上が必要【追加】 
（例）市西部の広範に広がる浸水想定区域における安全性の確保に向けたハード・
ソフト対策の取り組みが必要   

 
（４）都市づくりの課題（視点）を踏まえ、都市づくりの基本方針を追加 

新たな視点から見えてきた課題（視点）を受け、これからの都市づくりの方向性をまとめるため、  

「防災」に関して、都市づくりの基本方針を追加します。 

◎基本方針１ 人口減少時代でもコミュニティを維持できる「まとまり」ある居住地をつくる 

◎基本方針２ 「何でもそろう」賑わい・集いの核と、「すぐそこにある」暮らしの拠点をつくる 

◎基本方針３ クルマが運転できなくても安心な、強固な交通軸をつくる 

◎基本方針４ 生命(いのち)と暮らしを守るまちをつくる 【追加】 

土地利用は、都市機能誘導区域や居住誘導区域を中心に、集合住宅や商業・業務用地が増加傾向にあり、各区域で
都市的土地利用が進んでいます。今後、厚木駅南地区市街地再開発事業の進展や、市役所周辺地区の市街化区域編入
を機に、都市的土地利用のさらなる増加が見込まれます。 

都市的土地利用が進んでいるが、課題に影響する変化はない 
 

人口規模の拡大とあわせ、財政規模も徐々に拡大しており、将来的な人口増加を見込むと今後も一定程
度財政規模は拡大していくと見込まれます。 

人口規模の拡大によって、課題に影響する変化はない 

変更なし 

変更なし 
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■Point２（「防災指針」の追加）の主な改定                          

（１）防災指針の新章「生命(いのち)と暮らしを守るまちづくりの取組(防災指針）」を追加 

本章では、災害ハザード情報単体では得られないリスクを炙り出し、よりきめ細やかな防災対策につ

なげるための具体的な取組等を整理します。 

 ◆ 取組の考え方（案） 
 

 

 

 
 

 ◆ 災害ハザード情報にみる居住誘導区域の見直し  

相模川の氾濫により「河岸浸食による建物の倒壊の恐れがある区域（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸

浸食））における居住誘導区域の見直し（除外）を検討します。 
 

 ◆ 災害ハザード情報と都市の情報を重ね合わせ、リスクを可視化  

災害ハザード情報（洪水、レッド・イエローゾーン等）と都市の情報（建物、道路等のインフラ、都

市機能等）を重ね合わせ、災害リスクを可視化し、課題を抽出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 防災まちづくりの実現にむけた施策の設定  

  都市づくりに係る基本方針を実現するため、以下の施策を設定します。 

○基本方針４（案）：生命
い の ち

と暮らしを守るまちをつくる 

G-防災：防災・減災対策づくり 

施策 G-ア 危険回避のしくみづくり 

施策 G-イ 防災・減災に強い基盤づくり 

施策 G-ウ 都市機能継続のしくみづくり 

H-防災：地域防災力づくり 

施策 H ア 意識啓発のしくみづくり 

施策 H-イ 防災体制の充実 

施策 H-ウ 防災設備等の維持・管理 

◎市域全体にわたり、災害ハザードエリアにかかる居住地を中心に、ハード・ソフト両面で対策を
図り、防災・減災に努めます。取組にあたっては、地域住民の協力を得るとともに、国の補助制度
も活用し、近年頻発、激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりを推進していきます。 

◎災害リスクの分析ではリスクの高い地域を抽出し、高リスク地域には、その課題に特化した対応
を検討します。個別分析の視点も取り入れることで、安全安心のまちづくりに繋げていきます。 

都市の情報 

 

 

 

 

 

災害ハザード情報 

 

 

 

 

 

リ
ス
ク
を
可
視
化 

 水害 
（洪水、雨水出水(内水)） 
土砂災害 
（レッド・イエローゾーン） 等 

人口分布・避難施設分布 
建物分布、建物階数、建築物の高さ 
避難施設分布 
都市機能（特に病院・福祉施設等）  
インフラ（道路、上・下水等） 等 
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_◆ 具体的な取組、目標値  

生命(いのち)と暮らしを守るまちづくりを進めるため、具体的な取組、実施時期及び実施主体（市、

県、市民、事業者）を設定し、各施策の取組を進めます。 

基本方針 取組方針 
具体的 
な取組 

実施 
主体 

実施時期 
短 中 ⾧ 

生命と
暮らし
を守る
まちを
つくる 

防災・減災対策
づくり 

G-ア 危険回避のしくみづくり      

G-イ 防災・減災に強い基盤づくり      

G-ウ 都市機能継続のしくみづくり      

地域防災力 
づくり 

H-ア 意識啓発のしくみづくり      

H-イ 防災体制の充実      
H-ウ 防災設備等の維持・管理      

 

■Point３（中間評価等を踏まえた一部見直し）の主な改定                  

（１）市役所周辺地区を市街化区域に編入することによるもの 

 ◆ 居住誘導区域及び都市機能誘導区域の設定  

2024 年（令和６年）３月に市街化区域への編入を予定している市役所周辺地区を「居住誘導区域」 

及び「都市機能誘導区域」に設定します。 

 ◆ 誘導施設の設定  

現行計画では、「誘導施設」の設定の考え方に関する具体的な記載はありません。 

そのため、市役所周辺地区を新たに都市機能誘導区域に設定するにあたり、「誘導施設」の設定の考え

方を改めて整理します。 

 

（２）現行計画の数値目標達成状況の確認 
目標に対する実績値は、以下のとおりです。今後、達成状況や各課へのヒアリング、コロナ禍等によ

る外的要因の影響度など、詳細な分析及び精査を総合的に行います。必要に応じて目標の見直しを行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組等は、 

Ｒ５年度に定めます。 

96.7人/ha 98.2 99.8人/ha 99.5人/ha

(2015年(H27)) (2020年(R02)) (2025年(R07)) (2035年(R17))

91.80% 93.90% 92% 92%

(2017年(H29)) (2021年(R03)) (2028年(R10)) (2038年(R20))

計画策定時

(2017年(H29))

72.20% 72% 72%

(2021年(R03)) (2028年(R10)) (2038年(R20))

32,750回/日 23,487回/日 35,000回/日 35,800回/日

(2016年(H28)) (2020年(R02)) (2028年(R10)) (2038年(R20))

67.60% 56.80% 69% 69%
(2017年(H29)) (2021年(R03)) (2028年(R10)) (2038年(R20))

最寄り駅へのアクセスの満足度

計画策定時の数値目標

計画策定時の数値目標

計画策定時の数値目標交通機能の充実に関する評価 計画策定時 直近の実績値

市内の路線バス利用者数

都市機能の集積に関する評価 直近の実績値

買い物等の生活の便利さの満足度 70.50%

居住誘導に関する評価 計画策定時 直近の実績値

居住誘導区域内の人口密度

将来の継続的な居住の意識

好調：再設定するか等の検討 順調：継続していくか等の検討 低調：再設定するか等の検討 



7 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 海老名都市計画区域区分の変更等について（報告） 

 ［市役所周辺地区一般保留関連］ 
 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

◇ 資料３ 別添資料（図面等） 

資料３ 
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海老名都市計画区域区分の変更等について 

［市役所周辺地区一般保留関連］ 

 

１ はじめに 

市役所周辺地区については、現在、市街化区域編入に係る神奈川県（関係各課）

や関東地方整備局（国土交通省所管）及び関東農政局（農林水産省所管）との調整

を進めており、この調整が了した後に市の都市計画の案を神奈川県に申し出をする

予定です。 

案の申し出後は、都市計画法の規定に基づき手続きを進め、案の縦覧等を行った

後に本審議会に諮問させていただきますので、今回、案の内容を事前に報告させて

いただくものです。 

 

２ 区域区分等の変更理由            【別添資料－P1(位置図)】 

市役所周辺地区は、海老名駅周辺の中心市街地に隣接し、既存の公共施設や医療

福祉施設が集積していることから、その機能拡充やさらなる公共公益機能の集約し

た市街地形成を誘導する地区としています。また、本地区の保留人口 3,500 人の受

け皿となる住宅市街地の形成を図り、海老名駅周辺の中心市街地から連なる区域と

して、新たな商業・業務機能も誘導していく地区として位置付けております。 

まちづくりの実現に向けては、平成 28 年 11 月に告示された第７回線引き見直し

において一般保留（市街化区域編入の候補地）に設定され、市街化区域編入に向け

た取り組みを進めてきました。 

このたび、本地区において事業計画や土地利用計画を検討してきた結果、計画の

熟度が高まり、土地区画整理事業、開発行為及び地区計画の手法による計画的な市

街地整備の見通しが明らかとなったことから、市街化区域に編入するものです。 

 

３ 市役所周辺地区における編入手法の概要（一般保留区域：約 39.4ha） 

① 土地区画整理事業 

   ・事業面積  ：約 6.6ha （事業主体：土地区画整理組合） 

   ・事業期間  ：令和６年度～令和９年度（予定） 

【仮換地指定：令和７年】（予定） 

② 開発行為 

   ・開発総面積 ：約 11.4ha （事業主体：民間開発事業者） 

   ・事業期間  ：令和６年度以降順次（予定） 

③ 地区計画 

・上記①、②の事業区域外については、既存での土地活用が進んでいること 

から、事業の実施が困難な状況です。 

   ・よって、地区計画を定めることにより、不足している公共施設等の整備を担

保し、良好な市街地環境の整備及び保全を図ります。なお、一体的なまちづ

くりを推進するため、地区計画については、本地区全体に定めます。 
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４ 都市計画の変更（決定）内容 

№ 案  件 決定・協議・同意 

(1) 海老名都市計画 区域区分の変更 県決定・国土交通大臣同意 

(2) 海老名都市計画 用途地域の変更 

市決定・県知事協議 

(3) 海老名都市計画 防火・準防火地域の変更 

(4) 海老名都市計画 下水道の変更 

(5) 海老名都市計画 地区計画の決定及び変更 

(6) 海老名都市計画 土地区画整理事業の決定 

(7) 海老名都市計画 公園の変更（追加） 

 

※ 以下、（１）～（７）で記載の下線部については変更点等を示す 

 

（１）「海老名都市計画区域区分の変更」について      【別添資料－P2】 

   土地区画整理事業、開発行為及び地区計画による計画的な市街地整備の見通し

が明らかになったことから、第７回線引き見直しで設定された市役所周辺地区一

般保留（39.4ha）を市街化区域に編入するものです。 

種 類 
面 積 

面積増減の内訳 
新 旧 

市街化区域 1,479ha 1,440ha ＋約 39.4ha 

市街化調整区域 1,180ha 1,219ha △約 39.4ha 

都市計画区域 2,659ha 2,659ha  

 

 

（２）「海老名都市計画用途地域の変更」について      【別添資料－P3】 

   区域区分の変更に伴い、用途地域を定めるものです。 

   本市のまちづくりは、海老名駅を中心核とした商業・業務ゾーン、その外周部

に住・商・業複合ゾーンを配置し、都市拠点を形成することを方針としています。 

   本地区は、複合ゾーンの一端を担う地区として、住居系の土地利用を主体とし、

居住環境の保護を図りつつ、店舗や事務所等との併存を図るため、「第二種住居

地域」の用途地域を定めます。ただし、地域特性や土地利用計画を踏まえ、商業・

業務機能等の集積を目指している一部区域に限り、最小限の範囲で「近隣商業地

域」の用途地域を定めます。 

   なお、土地区画整理事業を予定している区域においては、事業の妨げとなる建

築行為等を可能な限り制限するため、市街化区域編入の時点では暫定的に一番厳

しい用途地域である「第一種低層住居専用地域」を定めますが、土地区画整理事

業の仮換地指定の時点で本来必要な用途地域である「第二種住居地域」に変更を

する予定です。 
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種類 
建築物の 

容積率 

建築物の 

建ぺい率 

新旧用途地域別面積 
面積の増減 

新 旧 

第一種低層 

住居専用地域 

 

 

 

小  計 

5/10以下  

8/10以下 

 8/10以下 

10/10以下 

15/10以下 

 

3/10以下 

4/10以下 

5/10以下 

5/10以下 

6/10以下 

 

約 7.8ha 

約  88ha 

約  69ha 

約  12ha 

約 9.0ha 

約 186ha 

約 0.0ha 

約  88ha 

約  69ha 

約  12ha 

約 9.0ha 

約 178ha 

+約 7.8ha 

 

 

 

 

+約 7.8ha 

第二種住居地

域 
20/10以下 6/10以下 約 35ha 約 15ha +約 20.5ha 

近隣商業地域 

 

 

小  計 

20/10以下 

20/10以下 

30/10以下 

 

6/10以下 

8/10以下 

8/10以下 

 

約 5.6ha 

約  27ha 

約 6.9ha 

約  39ha 

約 0.0ha 

約  27ha 

約 1.4ha 

約  28ha 

+約  5.6ha 

 

+約  5.5ha 

+約  11ha 

 

 

（３）「海老名都市計画防火・準防火地域の変更」について 

   用途地域の変更に伴い、防火・準防火地域を定めるものです。 

   市の指定基準に基づき、今回指定予定の用途地域（第二種住居地域及び近隣商

業地域）に準防火地域を指定します。 

種 類 
面 積 

面積の増減 
新 旧 

準防火地域 約 887ha 約 855ha ＋約 31.6ha 

 

 

（４）「海老名都市計画下水道の変更」について 

   市街化区域については、排水区域を都市計画に定めると規定されていることか

ら、市街化区域の編入に伴い排水区域の変更を行います。 

 

  名  称：第 1号海老名公共下水道 

     排水区域：（変更前）1,440ha ⇒（変更後）1,479ha 

    ※下水道事業の事業計画変更認可に係る手続きも併せて行います 

 

 

（５）「海老名都市計画地区計画の決定及び変更」について 【別添資料－P4～12】 

   市街化区域に編入する区域について、良好な都市環境の形成を図るため地区計

画を定めます。都市計画では、「地区計画の方針（目標や各種方針）」及び「地区

整備計画（地区施設の位置や建築物等の制限等）」を定めます。 
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   なお、土地区画整理事業を予定している区域においては、市街化区域編入の時

点では「地区計画の方針」と最低限の「地区整備計画」のみを定め、用途地域を

本来必要な用途に変更する時点で「地区整備計画」（地区施設の位置、建築物等の

制限等）を定めます。 

 

     名 称：海老名市役所周辺地区地区計画 

  面 積：約 39.4ha 

     その他：方針（目標、方針）地区整備計画（地区施設、建築物等の制限） 

【概 要】 

 

 

（６）「海老名都市計画土地区画整理事業の決定」について  【別添資料－P13】 

   事業の円滑な施行を確保するため、土地区画整理事業を都市計画に定めます。

都市計画決定は、施行区域を定めることが主な目的です。 

 

     名 称：中新田丸田地区土地区画整理事業 

     面 積：約 6.6ha 

     その他：公共施設の配置、宅地の整備に関する方針 

  【概 要】 

 

地区の目標 本地区は、本市の中心市街地に隣接した立地特性を活かし、良好な住宅

地とともに、新たな商業・業務機能を誘導することで、海老名駅周辺のさ

らなる賑わいの創出やまちの魅力向上を目指した新市街地の形成を図る。

また、既に市役所等の公共施設、広域的な救急医療や地域医療を支援する

病院の機能を有する医療施設、福祉施設等が多く集積している地区でもあ

ることから、これらの機能の維持・増進を図ることを目標とする。 

地区施設の

整備方針 

 地区内の機能向上及び維持を図るため、区画道路、公園、緑地及び広場

を配置する。 

建築物の整

備の方針 

市の中心市街地に隣接した立地特性を活かした施設を誘導するととも

に、良好な街区環境の維持・保全、周辺環境に調和した土地利用を図るた

め、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面位置の制限、建築物

の高さの最高限度等について必要な制限を定める。 

防災機能の

確保の方針 

雨水出水による浸水を抑制し、家屋、事務所資産等の経済的被害や都市

機能の低下による被害等の防止または低減を図るため、敷地内の積極的な

雨水対策に努める。 

公共施設の

配置 

土地利用及び街区構成を考慮し、自動車交通の利便性と歩行者交通の安

全性を確保するため、区画道路等を適正に配置する。 

また、近隣公園を別に都市計画で定めることとし、上下水道や雨水貯留

施設等の供給処理施設を計画的に整備するとともに、地区の特性に応じた

施設を適正に配置する。 

宅地の整備 都市交流拠点の縁辺部である立地特性を活かし、都市機能の集積を促進

し、コンパクトでまとまりのある土地利用を誘導する。 
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（７）「海老名都市計画公園の変更（追加）」について    【別添資料－P14】 

   土地区画整理事業と一体的な整備を行い、防災機能の強化等を図るため、近隣

公園として都市計画に定めます。都市計画決定は、施行区域を定めることが主な

目的です。 

種 別 
名 称 

位 置 面 積 備考 
番 号 公園名 

近隣公園 3・3・5 中新田近隣公園 中新田二丁目 約１.0ha 多目的広場等 

 

 

５ スケジュールについて 

 

※ 本スケジュールは予定であり、手続きの進捗において変更となる可能性があります。 

神奈川県決定案件 

【区域区分】 

海老名市決定案件 

【用途地域、準防火地域、地区計画、 

土地区画整理事業、下水道、公園】 

国事前調整（関東地方整備局、関東農政局） 

［令和５年１月～］ 

 

市都市計画審議会（報告）［令和５年２月 13 日］ 

都市計画説明会の開催 ［令和５年３月 19 日］ 

市案の申出 ［令和５年４月頃］ 協議の申出 ［令和５年４月頃］ 

県素案の閲覧 原案の縦覧（地区計画） 

公聴会  

国事前協議  

案の確定 協議に対する回答（案の確定） 

都市計画案の縦覧（法定縦覧） 

市都市計画審議会 ［令和５年 11月頃］ 

（県決定案件の意見照会の回答・諮問） 

市都市計画審議会 ［令和５年 11月頃］ 

（市決定案件・諮問） 

県都市計画審議会 ［令和６年１月頃］ 

（県決定案件・諮問） 
 

国土交通大臣協議・同意  

都市計画変更告示 ［令和６年３月頃］ 都市計画変更告示 ［令和６年３月頃］ 
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 用途地域の変更 計画図(案)
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 地区計画の決定 計画図(案)



 計 画 書 

海老名都市計画地区計画の決定 （海老名市決定） 

都市計画海老名市役所周辺地区地区計画を次のように決定する。 

名称 海老名市役所周辺地区地区計画 

位置 

海老名市中新田二丁目、河原口字相沢、字八反町及び字五大繩並

びに河原口五丁目、勝瀬字子宝、中央二丁目並びに中央三丁目並

びに大谷字高田、字溝添及び字三貫田地内 

面積 約 39.4ha 

地区計画の目標 

本地区は、小田急電鉄及び相模鉄道海老名駅から約 700ｍ南に

位置し、商業や業務、行政サービス、生涯学習・文化、医療・福

祉等の様々な機能が集積し、多くの人が集まり交流する「都市交

流拠点」である海老名駅周辺の中心市街地に隣接している。 

本地区は、住宅市街地の形成を図るとともに、本市の中心市街

地に隣接した立地特性を活かし、新たな商業・業務機能を誘導す

ることで、海老名駅周辺のさらなる賑わいの創出やまちの魅力向

上を目指した新市街地の形成を図る。また、既に市役所等の公共

施設、広域的な救急医療や地域医療を支援する病院の機能を有す

る医療施設、福祉施設等が多く集積している地区でもあることか

ら、これらの機能の維持・増進を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

居住機能のほか、商業・業務機能も備えた良好な市街地形成、

既に立地している公共公益施設の維持・増進を図るため、地区全

体を土地利用の特性毎に区分し、以下の方針のもとに土地利用を

誘導する。 

＜Ａ地区＞ 

住宅市街地の形成を図るとともに、幹線道路に面している立地

特性を活かし、店舗などの沿道サービス施設を誘導することで、

居住機能を中心とした複合的な新市街地の形成を図る地区とす

る。 

＜Ｂ-１北地区＞ 

良好な都市型住宅の立地を誘導しつつ、幹線道路沿道の立地特

性を踏まえ、店舗等の利便施設の誘導を図る地区とする。 

＜Ｂ-１南地区＞ 

広域的な救急医療や地域医療の支援等の機能と福祉機能の維持・

増進・拡充を図るため、医療・福祉系施設を主体とした土地利用

の誘導を図る地区とする。 

＜Ｂ-２地区＞ 

良好な都市型住宅の立地を誘導しつつ、住環境と調和する店舗や

事業所等の誘導を図る地区とする。 

＜Ｂ-３地区＞ 

良好な都市型住宅の立地を誘導しつつ、店舗等の利便施設や雇用

の確保等に資する業務系施設の誘導を図る地区とする。 

 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

＜Ｃ－１地区＞ 

幹線道路である市道海老名駅大谷線沿いに面した立地特性

を活かし、沿道サービス型の店舗等、まちの賑わいや生活利便

性の向上に資する施設の誘導を図る地区とする。 

＜Ｃ－２地区＞ 

良好な都市型住宅を誘導するとともに、北側の中心市街地か

ら連続した商業施設の立地を図るなど、中心市街地の機能を補

完する地区とする。 

＜Ｃ－３地区＞ 

本地区東側の住宅地から連続した良好な都市型住宅の立地

を基本としつつ、生活利便施設等の誘導を図る地区とする。 

＜Ｄ－１地区＞ 

幹線道路である市道海老名駅大谷線沿いに面した立地特性

を活かし、主に沿道サービス型の店舗等を主体としたまちの賑

わいや生活利便性の向上に資する施設の誘導を図る地区とす

る。 

＜Ｄ－２地区＞ 

海老名駅からの連続性を活かし、商業・業務機能等を主体と

したまちの賑わいの創出、雇用の確保等、生活利便性の向上に

資する施設等の誘導を図る地区とする。 

＜Ｄ－３地区＞ 

本地区東側の住宅地から連続した良好な都市型住宅の立地

を基本としつつ、生活利便施設の誘導を図る地区とする。 

＜Ｅ地区＞ 

市役所、消防署などの公共公益施設を主体とした土地利用の

誘導を図る地区とする。 

地区施設の整備の方針 
地区内の機能向上及び維持を図るため、区画道路、公園、緑

地及び広場を配置する。 

建築物等の整備の方針 

市の中心市街地に隣接した立地特性を活かした施設を誘導

するとともに、良好な街区環境の維持・保全、周辺環境に調和

した土地利用を図るため、建築物の用途の制限、敷地面積の最

低限度、壁面位置の制限、建築物の高さの最高限度等について

必要な制限を定める。 

緑化の方針 

新たな緑の創出を図り、緑豊かなまちづくりを推進するとと

もに、周辺環境と調和した市街地形成を図るため、敷地内の積

極的な緑化に努める。 

防災機能の確保の方針 

 雨水出水による浸水を抑制し、家屋、事務所資産等の経済的

被害や都市機能の低下による被害等の防止または低減を図る

ため、敷地内の積極的な雨水対策に努める。 
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 地区計画の決定 計画書(案)



 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の 

配置及び規模 

種類 名称 幅員 延長 面積 備考 

道路 

区画道路１号 8.0ｍ 約 250ｍ － 既設 

区画道路２号 12.0ｍ 約 230ｍ － 既設 

区画道路３号 11.0ｍ 約 230ｍ － 既設 

区画道路４号 13.0ｍ 約 230ｍ － 既設 

区画道路５号 13.0ｍ 約 380ｍ － 既設 

区画道路６号 13.0ｍ 約 440ｍ － 既設 

区画道路７号 6.0ｍ 約 440ｍ － 拡幅 

区画道路８号 6.0ｍ 約 30ｍ － 拡幅 

公園 

公園－１ － － 約 1,090 ㎡ 新設 

公園－２ － － 約 2,290 ㎡ 新設 

公園－３ － － 約 380 ㎡ 新設 

公園－４ － － 約 1,110 ㎡ 新設 

緑地 

緑地－１ － － 約 580 ㎡ 既設 

緑地－２ － － 約 150 ㎡ 既設 

緑地－３ － － 約 660 ㎡ 新設 

広場 
広場－１ － － 約 660 ㎡ 新設 

広場－２ － － 約 890 ㎡ 新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 Ａ地区 

面積 約 7.8ha 

壁面の位置 

の制限 

建築物（門又は塀を除く。）の外壁又はこれに代わる柱の面

から道路までの距離は 1.0ｍ以上とし、敷地境界線までの距離

は 0.6ｍ以上とする。 

ただし、次に掲げる建築物及び建築物の部分は、この限りで

はない。 

(1)自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下であるも

の 

(2)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0ｍ以

下であるもの 

(3)物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ

以下で、かつ、床面積の合計が 5.0 ㎡以内であるもの 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

建築物及び屋外広告物等の形態、意匠については、周辺と

の調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いな

いこととする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路及び緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能な

フェンス等とする。 

ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から 0.6ｍを限

度とする。 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 Ｂ－１北地区 Ｂ－１南地区 

面積 約 2.4ha 約 2.9ha 

建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

(1) 店舗、飲食店の用途に供

する部分の床面積の合計

が 3,000 ㎡を超えるもの 

(2) ホテル又は旅館 

(3) ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これら

に類する建築基準法施行

令第 130 条の６の２に規

定する運動施設 

(4) カラオケボックスその他

これに類するもの 

(5) マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

(6) 自動車教習所 

(7) 畜舎(ペットショップ、動

物病院等に附属するもの

は除く) 

次に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

(1) 住宅(兼用住宅を含む) 

(2) 店舗、飲食店の用途に供

する部分の床面積の合計

が 3,000 ㎡を超えるもの 

(3) ホテル又は旅館 

(4) ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これら

に類する建築基準法施行

令第 130 条の６の２に規

定する運動施設 

(5) カラオケボックスその他

これに類するもの 

(6) マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

(7) 自動車教習所 

(8) 畜舎(ペットショップ、動

物病院等に附属するもの

は除く) 

建築物の敷地 

面積の最低限度 

120 ㎡ 

ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。 

(1)当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面

積が規定未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用す

る土地 

(2)公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な

建築物 

壁面の位置 

の制限 

建築物（門又は塀を除く。）の外壁又はこれに代わる柱の面

から道路境界線までの距離は 1.0ｍ以上とし、敷地境界線まで

の距離は 0.6ｍ以上とする。 

ただし、次に掲げる建築物及び建築物の部分は、この限りで

はない。 

(1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下であるも

の 

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0ｍ以

下であるもの 

(3) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ

以下で、かつ、床面積の合計が 5.0 ㎡以内であるもの 

建築物等の高さ

の最高限度 

 

31ｍ 

 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

建築物及び屋外広告物等の形態、意匠については、周辺との

調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いない

こととする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路及び緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能な

フェンス等とする。 

ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から 0.6ｍを限

度とする。 

土地の利用

に関する事

項 

雨水貯留

浸透施設 

海老名市住みよいまちづくり条例別表第３に定める整備基

準に従い、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡以上の場合は、雨水

出水による浸水を著しく抑制するため、雨水貯留施設を設置

する。また、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡未満の場合は、雨

水出水による浸水を抑制するため、雨水貯留施設または雨水

浸透施設を設置する。 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 Ｂ－２地区 Ｂ－３地区 

面積 約 5.5ha 約 6.3 ha 

建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

(1) 店舗、飲食店の用途に供

する部分の床面積の合計

が 3,000 ㎡超えるもの 

(2) ホテル、旅館 

(3) ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これら

に類する建築基準法施行

令第 130 条の６の２に規

定する運動施設 

(4) カラオケボックスその他

これに類するもの 

(5) マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

(6) 自動車教習所 

(7) 畜舎（ペットショップ、動

物病院等に附属するもの

を除く） 

 次に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

(1) ホテル、旅館 

(2) マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

(3) カラオケボックスその他

これに類するもの 

(4) 自動車教習所 

(5) 畜舎（ペットショップ、動

物病院等に附属するもの

を除く） 

建築物の敷地 

面積の最低限度 

120 ㎡ 

ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。 

(1)当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面

積が規定未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用す

る土地 

(2)公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な

建築物 

壁面の位置 

の制限 

建築物（門又は塀を除く。）の外壁又はこれに代わる柱の面

から道路境界線までの距離は 1.0ｍ以上とし、敷地境界線まで

の距離は 0.6ｍ以上とする。 

ただし、次に掲げる建築物及び建築物の部分は、この限りで

はない。 

(1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下であるも

の 

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0ｍ以

下であるもの 

(3) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ

以下で、かつ、床面積の合計が 5.0 ㎡以内であるもの 

建築物等の高さ

の最高限度 

 

31ｍ 

 

45ｍ 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

建築物及び屋外広告物等の形態、意匠については、周辺と

の調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いな

いこととする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路及び緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能な

フェンス等とする。 

ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から 0.6ｍを限

度とする。 

土地の利用

に関する事

項 

雨水貯留

浸透施設 

海老名市住みよいまちづくり条例別表第３に定める整備基

準に従い、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡以上の場合は、雨水

出水による浸水を著しく抑制するため、雨水貯留施設を設置

する。また、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡未満の場合は、雨

水出水による浸水を抑制するため、雨水貯留施設または雨水

浸透施設を設置する。 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 Ｃ－１地区 Ｃ－２地区 Ｃ－３地区 

面積 約 1.6ha 約 2.6ha 約 1.3ha 

建築物等の用途 

の制限 

  次に掲げる建築

物は、建築しては

ならない。 

(1) 店舗、飲食店の

用途に供する

部分の床面積

の 合 計 が

10,000 ㎡を超

えるもの 

(2) ホテル、旅館 

(3) カラオケボッ

クスその他こ

れに類するも

の 

(4) マージャン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その

他これらに類

するもの 

(5) 劇場、映画館、

演芸場若しく

は観覧場又は

ナイトクラブ

その他これに

類する建築基

準法施行令第

130条の７の３

に規定するも

の 

(6) 自動車教習所 

(7) 倉庫業を営む

倉庫 

(8) 畜舎（ペットシ

ョップ、動物病

院等に附属す

るものを除く） 

(9) 原動機を使用

する工場（店舗

及び飲食店に

付属するもの

は除く） 

次に掲げる建築

物は、建築しては

ならない。 

(1) ホテル、旅館 

(2) マージャン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その

他これらに類

するもの 

(3) 自動車教習所 

(4) 倉庫業を営む

倉庫 

(5) 畜舎（ペットシ

ョップ、動物病

院等に附属す

るものを除く 

(6) 原動機を使用

する工場（店舗

及び飲食店に

付属するもの

は除く） 

  次に掲げる建築

物は、建築しては

ならない。 

(1) 店舗、飲食店の

用途に供する

部分の床面積

の 合 計 が

10,000 ㎡を超

えるもの 

(2) ホテル、旅館 

(3) カラオケボッ

クスその他こ

れに類するも

の 

(4) マージャン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その

他これらに類

するもの 

(5) 劇場、映画館、

演芸場若しく

は観覧場又は

ナイトクラブ

その他これに

類する建築基

準法施行令第

130条の７の３

に規定するも

の 

(6) 自動車教習所 

(7) 倉庫業を営む

倉庫 

(8) 畜舎（ペットシ

ョップ、動物病

院等に附属す

るものを除く） 

(9) 原動機を使用

する工場（店舗

及び飲食店に

付属するもの

は除く） 

  

建蔽率の 

最高限度 
7/10 

建築物の敷地 

面積の最低限度 

120 ㎡ 

ただし、次に掲

げるものについて

はこの限りではな

い。 

(1)当該地区計画

の都市計画決

定時点におい

て、当該土地

の面積が規定

未満で、か

つ、その全部

を一の敷地と

して使用する

土地 

(2)公衆便所、巡

査派出所その

他これらに類

する公益上必

要な建築物 

500 ㎡ 

 ただし、次に掲

げるものについて

はこの限りでな

い。 

(1)当該地区計画

の都市計画決定

時点において、

当該土地の面積

が規定未満の土

地（ただし、敷地

面積の最低限度

を120㎡とする） 

(2)公衆便所、巡査

派出所その他こ

れらに類する公

益上必要な建築

物 

120 ㎡ 

ただし、次に掲

げるものについて

はこの限りではな

い。 

(1)当該地区計画

の都市計画決

定時点におい

て、当該土地

の面積が規定

未満で、か

つ、その全部

を一の敷地と

して使用する

土地 

(2)公衆便所、巡

査派出所その

他これらに類

する公益上必

要な建築物 

壁面の位置 

の制限 

建築物（門又は塀を除く。）の外壁又はこれに代わる柱の面

から道路境界線及び隣地境界線までの距離は 1.0ｍ以上とす

る。 

ただし、次に掲げる建築物及び建築物の部分は、この限りで

はない。 

(1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下であるも

の 

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3.0ｍ

以下であるもの 

(3) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ

以下で、かつ、床面積の合計が 5.0 ㎡以内であるもの 

建築物等の高さ

の最高限度 

 

45ｍ 

 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

建築物及び屋外広告物等の形態、意匠については、周辺と

の調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いな

いこととする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路及び緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能な

フェンス等とする。 

ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から 0.6ｍを限

度とする。 

建築物の緑化率

の最低限度 
敷地面積に対して３％以上 
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土地の利用

に関する事

項 

雨水貯留

浸透施設 

海老名市住みよいまちづくり条例別表第３に定める整備基

準に従い、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡以上の場合は、雨水

出水による浸水を著しく抑制するため、雨水貯留施設を設置

する。また、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡未満の場合は、雨

水出水による浸水を抑制するため、雨水貯留施設または雨水

浸透施設を設置する。 

 

  

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 Ｄ－１地区 Ｄ－２地区 Ｄ－３地区 

面積 約 2.2ha 約 2.4ha 約 1.0ha 

建築物等の用途

の制限 

  次に掲げる建築

物は、建築しては

ならない。 

(1) 店舗、飲食店の

用途に供する

部分の床面積

の 合 計 が

10,000 ㎡を超

えるもの 

(2) ホテル、旅館 

(3) カラオケボッ

クスその他こ

れに類するも

の 

(4) マージャン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その

他これらに類

するもの 

(5) 劇場、映画館、

演芸場若しく

は観覧場又は

ナイトクラブ

その他これに

類する建築基

準法施行令第

130条の７の３

に規定するも

の 

(6) 倉庫業を営む

倉庫 

(7) 原動機を使用

する工場（店舗

及び飲食店に

付属するもの

は除く） 

(8) 自動車教習所 

(9) 畜舎（ペットシ

ョップ、動物病

院等に附属す

るものを除く） 

  次に掲げる建築

物は、建築しては

ならない。 

(1) 店舗、飲食店の

用途に供する

部分の床面積

の 合 計 が

10,000 ㎡を超

えるもの 

(2) ホテル、旅館 

(3) ボーリング場、

スケート場、水

泳場その他こ

れらに類する

建築基準法施

行令第 130 条

の６の２に規

定する運動施

設 

(4) カラオケボッ

クスその他こ

れに類するも

の 

(5) マージャン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その

他これらに類

するもの 

(6) 劇場、映画館、

演芸場若しく

は観覧場又は

ナイトクラブ

その他これに

類する建築基

準法施行令第

130条の７の３

に規定するも

の 

  次に掲げる建築

物は、建築しては

ならない。 

(1) 店舗、飲食店の

用途に供する

部分の床面積

の合計が3,000

㎡を超えるも

の 

(2) ホテル、旅館 

(3) ボーリング場、

スケート場、水

泳場その他こ

れらに類する

建築基準法施

行令第 130 条

の６の２に規

定する運動施

設 

(4) カラオケボッ

クスその他こ

れに類するも

の 

(5) マージャン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その

他これらに類

するもの 

(6) 劇場、映画館、

演芸場若しく

は観覧場又は

ナイトクラブ

その他これに

類する建築基

準法施行令第

130条の７の３

に規定するも

の 

(7) 倉庫業を営む

倉庫 
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建築物等の用途

の制限 

 (7) 倉庫業を営む

倉庫（当該建築

物における床

面積の合計に

対する当該用

途に供する部

分の割合が1/2

未満のもの又

は２階以上の

階に駐車機能

を有した荷捌

き場を設けな

いものを除く） 

(8) 自動車教習所 

(9) 畜舎（ペットシ

ョップ、動物病

院等に附属す

るものを除く） 

(8) 原動機を使用

する工場（店舗

及び飲食店に

付属するもの

は除く） 

(9) 自動車教習所 

(10)畜舎（ペット

ショップ、動

物病院等に附

属するものを

除く） 

建築物の敷地 

面積の最低限度 

120 ㎡ 

ただし、次に掲

げるものについて

はこの限りではな

い。 

(1)当該地区計画

の都市計画決

定時点におい

て、当該土地

の面積が規定

未満で、か

つ、その全部

を一の敷地と

して使用する

土地 

(2)公衆便所、巡

査派出所その

他これらに類

する公益上必

要な建築物 

500 ㎡ 

 ただし、次に掲

げるものについて

はこの限りでな

い。 

(1)当該地区計画

の都市計画決定

時点において、

当該土地の面積

が規定未満の土

地（ただし、敷地

面積の最低限度

を120㎡とする） 

(2)公衆便所、巡査

派出所その他こ

れらに類する公

益上必要な建築

物 

120 ㎡ 

ただし、次に掲

げるものについて

はこの限りではな

い。 

(1)当該地区計画

の都市計画決

定時点におい

て、当該土地

の面積が規定

未満で、か

つ、その全部

を一の敷地と

して使用する

土地 

(2)公衆便所、巡

査派出所その

他これらに類

する公益上必

要な建築物 

壁面の位置 

の制限 

建築物（門又は

塀を除く）の外壁

又はこれに代わる

柱の面から道路境

界線及び隣地境界

線までの距離は

1.0ｍ以上とする。 

ただし、次に掲

げる建築物及び建

築物の部分は、こ

の限りではない。 

(1) 自動車車庫の

用途に供し、軒

の高さが 2.3ｍ

以下であるも

の 

(2) 外壁又はこれ

に代わる柱の

中心線の長さ

の合計が 3.0ｍ

以下であるも

の 

(3) 物置その他こ

れらに類する

用途に供し、軒

の高さが 2.3ｍ

以下で、かつ、

床面積の合計

が5.0㎡以内で

あるもの 

建築物（門又は塀

を除く）の外壁又は

これに代わる柱の

面から区画道路７

号までの距離は2.0

ｍ以上とし、その他

の道路境界線及び

敷地境界線までの

距離は1.0ｍ以上と

する。 

ただし、次に掲げ

る建築物及び建築

物の部分は、この限

りではない。 

(1) 自動車車庫の

用途に供し、軒

の高さが 2.3ｍ

以下であるも

の 

(2) 外壁又はこれ

に代わる柱の

中心線の長さ

の合計が 3.0ｍ

以下であるも

の 

(3) 物置その他こ

れらに類する

用途に供し、軒

の高さが 2.3ｍ

以下で、かつ、

床面積の合計

が5.0㎡以内で

あるもの 

建築物（門又は塀

を除く）の外壁又は

これに代わる柱の

面から道路境界線

及び敷地境界線ま

での距離は1.0ｍ以

上とする。 

ただし、次に掲げ

る建築物及び建築

物の部分は、この限

りではない。 

(1) 自動車車庫の

用途に供し、軒

の高さが 2.3ｍ

以下であるも

の 

(2) 外壁又はこれ

に代わる柱の

中心線の長さ

の合計が 3.0ｍ

以下であるも

の 

(3) 物置その他こ

れらに類する

用途に供し、軒

の高さが 2.3ｍ

以下で、かつ、

床面積の合計

が5.0㎡以内で

あるもの 

壁面後退区域に

おける工作物の

設置の制限 

－ 

 区画道路７号と

の境界線からの後

退区域は、塀、門、

植栽、自動販売機及

び看板等、通行の妨

げになる工作物を

設置してはならな

い。ただし、次に掲

げる工作物を除く。 

(1) 車止め 

(2) 高さ 3ｍを超え

る部分に設置

－ 
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する看板 

(3) その他公益上

必要なもの 

建築物等の高さ

の最高限度 

 

45ｍ 

 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

建築物及び屋外

広告物等の形態、意

匠については、周辺

との調和に配慮し

たものとし、刺激的

な色彩又は装飾は

用いないこととす

る。 

 

建築物及び屋外

広告物等の形態、

意匠については、

周辺との調和に配

慮したものとし、

刺激的な色彩又は

装飾は用いないこ

ととする。 

荷物の積み下ろ

し場と建築物の間

に設ける開口部は、

道路等の公共空間

から視認できない

ように十分配慮す

ること。 

建築物及び屋外

広告物等の形態、

意匠については、

周辺との調和に配

慮したものとし、

刺激的な色彩又は

装飾は用いないこ

ととする。 

 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路及び緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能な

フェンス等とする。 

ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から 0.6ｍを限

度とする。 

建築物の緑化率

の最低限度 
敷地面積に対して３％以上 

土地の利用

に関する事

項 

雨水貯留

浸透施設 

 海老名市住みよいまちづくり条例別表第３に定める整備基

準に従い、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡以上の場合は、雨水

出水による浸水を著しく抑制するため、雨水貯留施設を設置

する。また、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡未満の場合は、雨

水出水による浸水を抑制するため、雨水貯留施設または雨水

浸透施設を設置する。 

 

  

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 Ｅ地区 

面積 約 3.4ha 

建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 住宅（兼用住宅を含む） 

(2) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡

超えるもの 

(3) ホテル、旅館 

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する

建築基準法施行令第 130 条の６の２に規定する運動施設 

(5) カラオケボックスその他これに類するもの 

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類するもの 

(7) 自動車教習所 

(8) 畜舎 

壁面の位置 

の制限 

建築物（門又は塀を除く）の外壁又はこれに代わる柱の面か

ら道路境界線及び敷地境界線までの距離は 1.0ｍ以上とする。 

ただし、次に掲げる建築物及び建築物の部分は、この限りで

はない。 

(1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下であるも

の 

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0ｍ以

下であるもの 

(3) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ

以下で、かつ、床面積の合計が 5.0 ㎡以内であるもの 

建築物等の高さ

の最高限度 

 

45ｍ 

 

土地の利用

に関する事

項 

雨水貯留

浸透施設 

海老名市住みよいまちづくり条例別表第３に定める整備基

準に従い、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡以上の場合は、雨水

出水による浸水を著しく抑制するため、雨水貯留施設を設置

する。また、建築物の敷地面積が 5,000 ㎡未満の場合は、雨

水出水による浸水を抑制するため、雨水貯留施設または雨水

浸透施設を設置する。 

 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分、地区施設の配置は計画図表示のとおり」 
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 土地区画整理事業の決定 計画図(案)
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 公園の決定 計画図(案)


